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一
　
学
説
の
系
統

　
　
0
　
客
観
読
　
　
霊
堂
と
不
能
犯
を
匝
了
す
る
鞍
置
は
、
啓
蒙
期
の
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
始
ま
る
。
彼
は
「
既
途
犯
の
招
來
に
意

識
的
に
向
け
ら
れ
た
廼
的
証
爲
は
次
の
場
合
そ
れ
自
体
既
に
違
法
で
あ
り
起
せ
ら
れ
る
。
①
完
成
が
単
に
外
的
障
碍
髪
り
、
自
由
な
意

　
　
思
変
更
に
よ
ら
す
妨
げ
ら
れ
た
場
合
、
②
行
爲
が
そ
の
外
的
事
情
に
於
て
意
直
し
た
犯
罪
と
因
果
關
係
に
あ
り
、
客
観
的
に
角
瞼
な
場
合

　
　
匹
嶋
と
規
定
し
た
・
し
か
し
・
「
結
果
の
原
因
な
り
と
い
う
た
め
に
は
、
そ
の
結
果
磯
草
に
必
要
な
総
て
の
国
書
（
そ
の
條
件
が
存
す
る

　
　
た
め
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
結
果
が
豫
期
す
る
通
り
に
到
罰
す
る
も
の
Y
の
存
在
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
「
し
か
る
に
す
べ
て
未
途
は
豫

　
　
期
す
る
結
果
の
不
落
來
を
特
徴
と
す
る
故
、
豫
期
さ
れ
た
結
果
の
蛮
生
に
必
要
な
因
集
關
藤
織
鎖
の
條
件
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
蹴
ら

　
　
な
い
す
べ
て
の
下
血
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
製
甲
そ
れ
故
・
ミ
ツ
テ
ル
マ
イ
了
は
・
「
意
議
し
た
犯
罪
ど
因
果
關
係
に
な
い
行
．

爲
は
不
可
罰
で
あ
る
と
す
る
規
定
は
一
塩
不
適
當
で
あ
露
と
菱
、
叢
ξ
い
て
黎
的
不
能
と
濠
築
能
憲
別
す
る
に
至

　
　
つ
た
。
ナ
な
は
ち
、
彼
は
竹
爲
が
結
果
を
磯
生
せ
し
め
な
い
原
因
は
、
行
爲
を
構
成
す
る
要
素
に
鉢
生
が
あ
る
か
ら
と
考
え
る
。
．
そ
も
そ

　
　
も
因
果
關
係
の
不
存
在
、
結
果
の
不
焚
生
と
い
う
庵
の
は
等
し
く
そ
の
客
体
、
或
は
争
段
の
物
理
的
適
格
の
欠
訣
が
原
因
で
あ
る
。
か
く

説
　
て
彼
に
お
い
て
は
、
刑
法
上
等
し
ゃ
結
果
不
焚
生
の
毒
血
の
中
か
ら
未
途
と
不
能
犯
を
直
別
す
る
に
は
、
そ
の
標
準
を
客
体
叉
は
手
段
が

論
行
爲
の
因
果
的
進
行
の
翻
暫
及
ぼ
す
程
度
の
霧
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
如
何
な
る
講
の
下
に
於
て
も
意
圖
し
た

　
　
　
　
、
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「

、

論設
結
果
を
招
詳
し
得
な
い
手
段
に
よ
る
場
合
が
抽
象
的
不
能
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
意
議
し
た
結
果
写
声
に
適
訳
な
手
段
た
る
に
も
拘
ら
す
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

且ハ

ﾌ
的
場
合
に
不
十
分
で
あ
る
場
舎
が
具
体
的
不
能
で
あ
る
。
彼
は
手
段
に
つ
い
て
の
み
こ
の
二
流
を
行
っ
た
が
、
ベ
ル
ナ
ー
は
「
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

匠
別
は
犯
罪
の
客
体
に
つ
い
ぜ
鳳
も
手
段
の
そ
れ
と
同
様
に
よ
く
適
用
さ
れ
る
」
乏
な
し
、
手
段
と
客
体
を
絶
樹
霜
不
能
と
相
勤
的
不
能
に

品
別
す
る
學
説
が
生
じ
た
。
し
か
し
、
ミ
ヅ
テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
や
ベ
ル
．
ナ
ー
の
苦
心
に
も
拘
ら
す
プ
ー
リ
の
出
現
は
客
観
説
を
危
機
に
陥
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ハ
　

た
。
プ
ー
リ
の
攻
撃
は
一
八
六
七
年
か
ら
八
一
年
に
か
け
て
、
彼
の
一
蓮
の
論
文
か
ら
知
ら
れ
る
が
要
約
す
る
と
次
の
如
く
な
る
。
　
コ

定
の
行
爲
は
目
的
と
し
た
結
果
の
養
畜
に
相
馬
で
あ
る
か
不
相
當
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
す
な
は
ち
原
因
で
あ
る
か
否
か
の
ど

ち
ら
か
で
あ
っ
て
、
多
分
に
原
因
が
あ
り
或
は
比
較
的
少
い
と
い
う
献
題
は
な
い
。
宋
途
が
完
成
に
役
立
つ
時
に
は
未
途
は
な
い
。
未
途

の
本
質
は
違
法
な
意
思
の
實
誰
】
W
①
鼠
甑
σ
q
讐
茜
に
あ
る
」
。
こ
の
思
考
を
根
管
に
純
主
食
読
は
驚
喜
す
る
。
純
主
観
読
は
結
果
に
樹
す
る

原
因
は
す
べ
て
同
程
度
戸
同
寄
値
と
み
る
條
件
読
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
危
磁
性
を
事
實
的
な
或
は
物
理
的
な
可
能
性
と
考
え
る
從

來
の
客
槻
説
は
、
全
く
そ
の
根
底
を
奪
は
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
頃
か
ら
イ
エ
ー
リ
ン
グ
等
に
よ
り
危
瞼
概
念
が
肚
會
的
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
セ
　

味
を
も
つ
て
法
律
學
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
枇
會
的
五
重
概
念
は
刑
法
に
亀
論
議
さ
れ
、
所
謂
危
瞼
読
が
未
途
論
の

中
心
と
な
っ
た
。
危
険
読
の
系
統
も
、
プ
ー
リ
の
訴
件
読
を
支
持
し
つ
つ
、
そ
の
未
極
論
と
し
て
の
行
過
ぎ
を
修
正
せ
ん
と
す
る
傾
向
と
、

行
爲
に
な
ほ
法
釜
侵
害
の
縄
樹
に
不
可
能
な
も
の
と
可
能
な
も
の
と
定
心
が
存
在
し
得
る
と
い
う
重
機
に
立
ち
、
そ
の
匠
別
を
肚
會
的
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

験
則
に
よ
る
危
瞼
性
を
標
準
に
し
て
な
さ
ん
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。
前
者
に
は
リ
ス
ト
・
フ
ン
が
三
等
が
番
い
、
後
者
に
は
へ
ー
ゲ
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
、
・
ー
ラ
ン
ド
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
等
が
了
う
。
客
観
的
な
法
釜
侵
害
の
危
険
性
を
叢
雨
意
馬
罰
の
根
櫨
と
す
る
客

観
読
は
寧
ろ
後
者
に
よ
り
受
櫃
が
れ
た
と
い
え
る
。
蓋
し
、
，
人
聞
の
判
断
を
仲
介
と
す
る
瀧
會
的
維
験
愚
慮
の
評
債
は
、
自
然
的
現
象
に

お
い
て
必
然
的
な
る
も
の
も
、
」
を
必
然
と
感
じ
他
を
偶
然
と
慣
す
る
。
從
っ
て
、
結
果
を
欲
く
未
言
行
爲
は
自
然
的
因
果
律
に
お
い
て

は
等
し
く
結
果
の
原
因
性
を
歓
く
が
、
耐
會
的
評
慣
に
お
い
て
は
原
因
性
の
程
度
に
差
を
硬
賢
し
得
る
。
し
か
し
、
こ
れ
等
學
読
の
生
命

21　（1072）　72



／

＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
魅

　
は
比
較
的
に
短
い
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
學
読
が
あ
く
ま
で
未
途
塵
罰
の
根
擦
を
法
釜
侵
害
の
危
癌
性
に
お
き
、
し
か
も
危
瞼
性
を
手
段
或

　
は
客
体
の
面
の
み
か
ら
論
ぜ
ん
と
し
た
か
ら
で
あ
娩
℃
）
こ
x
に
、
未
途
に
お
け
る
広
益
性
を
否
定
し
、
電
命
説
を
と
り
つ
つ
主
観
諌
に
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　

　
野
し
、
　
「
未
途
の
本
質
を
行
縢
と
結
果
の
連
結
の
欠
訣
の
み
」
と
規
定
す
る
フ
ラ
ン
ク
の
構
成
要
件
欠
鋏
読
が
生
す
る
。
フ
ラ
ン
ク
の
出

　
獲
黙
は
未
途
の
右
の
本
質
か
ら
、
、
刑
法
上
不
可
罰
な
行
爲
は
結
果
以
外
の
他
の
す
べ
て
の
一
般
構
成
要
件
の
要
素
の
欠
飲
の
場
合
で
あ
る

　
　
と
考
え
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
客
槻
読
は
寧
ろ
構
成
要
件
欠
敏
論
に
從
つ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
の
理
論
は
行
爲
の
不
可
罰
を
決
定
す

　
　
る
に
余
り
に
形
式
的
な
も
の
で
、
實
質
的
な
藤
野
を
敏
く
。
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
法
規
に
特
定
の
手
段
の
規
定
が
な
い
以
上
、
迷
信
犯
を
も
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
一
）

　
遂
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
フ
ラ
ン
ク
は
迷
信
犯
の
場
合
故
意
を
置
く
も
の
と
し
て
不
可
罰
と
す
る
が
、
少
く
と
も
迷
信
犯
に
違
法
性
を
認
め

　
　
る
こ
と
に
な
る
・
そ
の
後
構
成
要
件
欠
訣
論
者
の
申
で
も
ド
ー
ナ
の
如
き
は
不
可
罰
の
欝
を
讐
的
に
説
明
せ
ん
と
し
鷲
し
か
し
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　

　
、
一
，
」
ザ
の
説
に
は
そ
れ
事
体
矛
盾
を
含
む
。
近
代
に
お
け
る
未
途
の
本
質
は
、
①
結
果
の
欠
鋏
と
、
②
實
行
に
着
手
す
る
行
爲
で
あ
る
。

　
實
行
の
着
手
行
爲
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
、
未
途
の
實
質
的
な
問
題
で
あ
る
。
か
く
て
客
観
読
に
要
求
さ
れ
る
も
の
は
、
形
式
と

　
實
質
を
共
に
包
含
す
る
理
論
の
出
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
ベ
ー
リ
ン
グ
に
創
る
特
別
構
成
要
件
を
中
心
と
し
た
犯
罪
理
論
が
よ
く
そ
の
役
割

　
　
を
果
す
。
べ
ー
リ
ン
グ
は
廣
い
意
味
で
な
ほ
構
成
要
件
欠
訣
論
者
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
層
ク
、
ド
ー
ナ
等
の
そ
れ
と
は
明
確
な
一
線

　
　
を
劃
し
う
る
。
フ
ラ
ン
ク
、
ド
ー
ナ
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
成
要
件
は
一
般
構
成
要
件
の
意
味
で
、
未
だ
特
別
構
成
要
件
理
論
の
探
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

　
　
は
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。
特
別
構
成
要
件
は
「
成
法
上
一
定
の
型
で
表
は
さ
れ
た
犯
罪
の
類
型
」
、
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
類
型
的
な
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

　
　
成
要
件
該
當
の
行
爲
の
み
が
犯
罪
－
と
い
は
れ
う
る
」
。
亦
く
て
、
フ
ラ
ン
ク
等
と
舟
釣
、
客
体
、
主
体
、
特
定
の
手
段
、
時
闇
的
場
所
的

　
　
關
係
等
の
要
素
を
敏
く
引
合
不
可
罰
で
あ
る
。
レ
か
し
、
そ
の
理
由
は
異
な
る
。
す
な
は
ち
、
　
「
そ
の
撃
茎
は
常
に
そ
の
場
合
類
型
性
が

説
な
い
・
そ
れ
故
可
罰
的
行
爲
と
は
言
え
在
韓
）
。
そ
こ
か
ら
更
に
護
評
定
の
規
定
が
な
く
乏
も
・
絶
嵩
垂
泣
行
爲
は
・
罪
類
・

論
　
型
的
で
あ
り
・
法
律
上
存
在
す
る
犯
罪
類
型
に
屡
し
な
い
も
σ
で
あ
り
、
概
念
的
に
銀
魚
で
も
未
途
で
も
な
い
刑
法
上
の
無
で
あ
り
・
幻
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タ

’

，

・

9

、

論読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
九
）

畳
犯
叉
は
誤
想
犯
で
あ
る
」
と
す
る
。
特
別
構
成
要
件
は
そ
の
後
、
M
㊦
E
．
噂
マ
イ
ヤ
ー
、
ザ
ウ
エ
ル
、
メ
．
ツ
ガ
ー
等
の
努
力
に
よ
り
違

法
類
型
を
意
味
す
る
に
至
る
。
か
く
℃
構
成
要
件
の
内
容
は
反
漫
画
的
危
瞼
行
爲
で
あ
る
。
こ
x
に
お
い
て
、
ベ
ー
リ
ン
グ
が
絶
封
的
不

能
行
爲
を
類
型
性
か
ら
排
除
し
た
こ
と
が
、
不
能
犯
に
お
い
て
肚
盗
品
槻
黙
か
ら
の
危
険
読
を
内
部
に
包
含
し
た
こ
と
に
な
る
。
　
か
く

て
、
古
典
的
客
観
読
は
枇
會
的
危
険
説
に
受
け
縫
が
れ
、
そ
れ
は
更
に
構
成
要
件
理
論
に
基
づ
く
類
型
論
に
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
て
、

危
瞼
性
は
な
ほ
不
能
犯
解
決
の
重
要
な
標
準
た
る
の
地
位
を
保
つ
。

（
一
）
　
舅
①
o
鎮
σ
鐸
0
7
ピ
①
ず
『
σ
虹
。
ず
飢
。
ω
㈹
o
葺
①
貯
。
昌
ぎ
b
①
¢
需
6
ぼ
麟
”
血
α
々
①
岸
6
口
α
㊦
臥
勺
㊦
首
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げ
¢
昌
切
①
o
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軽
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鵠
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（
一
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。
O
o
。
）
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◎
噸
戯
塾
○

（
M
一
）
薯
ピ
麟
日
H
P
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σ
ロ
D
O
劃
】
）
器
］
≦
O
罠
O
b
け
。
ε
⑦
貯
岱
く
。
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○
①
駿
ぴ
ユ
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ぴ
閃
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搾
貯
ヒ
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罐
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魔
①
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げ
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糟
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O
ぴ
①
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一
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o
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●
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三
）
　
蜜
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H
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Z
・
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∩
臨
ヨ
●
心
ω
．
δ
G
Q
（
ω
o
》
岳
①
さ
U
醇
霞
麟
ご
時
。
一
§
昌
昌
↓
葺
げ
O
ロ
自
け
鋤
昌
魁
》
ω
．
δ
》
昌
ヨ
●
G
◎
O
）
　
．
　
‘
　
　
　
　
　
　
‘

（
四
）
　
の
魯
舘
①
び
勲
僧
ρ
Q
o
．
一
α
一
一
の
　
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（
五
）
　
ヒ
弓
O
八
二
①
h
鴇
ド
O
ゴ
覧
）
＝
O
げ
負
φ
の
一
）
O
O
叶
ω
O
ぴ
曾
・
Q
Ω
什
肖
讐
州
触
①
6
7
搾
伊
一
》
¢
謹
．
（
一
。
◎
α
哩
）
　
Q
o
●
一
G
◎
畷
”
①
諺
ζ
h
一
●
（
一
。
◎
“
b
o
）
ω
●
一
〇
劇
弘
一
》
¢
自
●
（
一
。
◎
e
◎
一
）
ω
‘
一
α
刈

　
　
爾
一
、
ベ
ル
ナ
ー
、
が
最
初
に
客
体
の
絶
封
的
不
能
。
相
思
的
不
能
を
旺
別
し
た
」
と
み
と
め
る
の
は
シ
ユ
ー
ラ
ー
と
デ
ラ
キ
ー
で
あ
る
。
　
Q
Ω
o
げ
舘
。
ジ

　
　
斜
鋤
●
O
霊
ω
’
一
α
》
⇒
ヨ
．
ω
G
。
桝
U
o
宣
ρ
巳
。
馳
”
】
）
2
q
”
富
二
σ
q
潔
。
ゲ
①
＜
①
錺
屋
。
び
”
、
ρ
刈
り

（山

B）

@
聞
脚
q
N
一
”
　
］
）
一
①
　
ピ
O
財
困
O
ぐ
O
H
昌
　
く
①
門
も
り
環
O
げ
①
（
O
¢
同
一
〇
ゲ
紳
ω
の
9
ρ
9
一
　
一
⑩
。
一
C
◎
の
旨
し
り
●
の
O
h
州
◎
）
】
）
①
理
Q
駐
Φ
一
ぴ
①
”
H
）
①
聴
く
O
戦
ω
二
6
げ
α
①
ω
＜
①
困
び
同
①
O
げ
O
昌
均
0
旨
凶
叶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
サ

　
　
日
露
け
餌
諾
α
q
謡
O
ぴ
Φ
コ
　
蜜
搾
什
O
一
⇔
二
昌
戯
麟
⇔
鐸
β
鶴
首
口
α
q
一
一
〇
げ
①
昌
　
O
び
』
O
O
8
誉
（
の
①
憎
一
〇
げ
窃
ω
鋤
餌
一
ト
o
O
．
一
〇
◎
①
G
Q
ω
●
ω
b
っ
α
律
・
）
U
①
誘
O
目
U
①
》
d
び
①
目
O
鋤
＝
。
陰
巴
圃
離
鐸

　
　
⇔
昼
鳥
α
①
審
⇔
＜
①
鎚
艮
薯
。
即
億
づ
α
Q
（
一
G
。
お
）
o
D
●
一
龍
●

　
　
b
①
屋
9
げ
ρ
＜
醇
ω
自
。
げ
鎧
昌
無
O
戸
戸
6
。
柴
門
置
け
（
O
o
「
8
ケ
誘
①
騨
鉱
G
。
凶
．
一
。
◎
c
◎
O
の
．
ω
曽
津
・
）
U
臼
ω
巴
ぴ
ρ
－
q
ぴ
。
同
ユ
δ
醗
○
σ
q
’
仁
旨
け
曽
二
σ
Q
昌
。
げ
①
p
＜
毎
酵
＝
o
ず
－

　
　
的
げ
碧
」
鳥
一
口
旨
σ
Q
①
σ
（
N
①
一
酢
ω
O
財
憎
一
h
齢
●
　
一
●
　
一
。
◎
c
◎
一
　
ω
．
　
一
c
o
α
囲
h
●
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
’

（
セ
）
　
q
ぴ
O
【
冒
α
題
鳩
一
）
①
円
N
署
①
O
搾
一
ヨ
菊
①
O
ぴ
陣
》
へ
一
。
◎
c
◎
歳
）
一
ヒ
甦
山
噛
二
面
＝
箆
・
ω
●
戯
◎
O
ー
ム
⑩
一

（
八
）
　
ピ
伸
ω
§
℃
　
［
①
げ
憎
び
信
O
げ
q
¢
ω
】
）
O
借
酔
ω
冨
昼
ω
け
「
竃
馬
N
⑦
O
ず
駐
り
α
》
鑑
自
●
（
一
。
◎
⑩
悼
）
ω
●
一
b
σ
唄
i
一
G
O
ご
ω
．
博
O
◎
噂
⑭
．
ゆ
一
〇
一
ゆ
一
b
っ
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論読

．
国
轟
①
♪
常
窪
嘗
9
審
の
、
u
⑦
霧
冨
昌
ω
冒
嘗
。
ぼ
9
一
じ
d
島
・
（
一
㊤
R
）
ら
。
・
・
。
譲
一
・
。
o
・
。
　
、
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
九
）
　
類
9
0
σ
q
o
】
β
麟
づ
♪
O
o
搾
画
・
》
同
。
ず
’
G
。
b
。
（
ω
⇔
ず
露
o
H
γ
騨
。
曽
●
O
．
も
り
・
G
。
c
。
）
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
一

　
　
b
σ
碧
ぢ
α
。
舘
、
ε
ρ
U
一
〇
b
9
お
く
。
旨
畜
諺
g
げ
①
鳥
⑦
肖
〈
o
き
邑
o
o
げ
。
♂
（
一
。
。
c
。
◎
。
）
Q
Q
・
督
㊤
鴇
●
　
・
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
・
菊
。
窪
醤
P
嘗
Φ
・
O
o
富
寓
．
凶
5
ω
霞
巴
同
。
9
計
悼
》
鐸
沖
（
一
。
。
c
。
c
。
）
ω
●
。
。
O
需
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
し
Q
圃
蒔
ヨ
昌
。
♪
国
罠
団
匹
。
℃
鼻
口
①
留
「
幻
8
犀
。
。
丑
ω
的
①
房
。
冨
｛
ゴ
ト
。
》
鼠
一
↑
（
一
8
軽
）
o
◎
’
一
一
一
の
諏
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

（
】
○
）
　
へ
ー
ゲ
マ
ン
は
彼
の
論
丈
で
は
主
と
し
て
不
相
當
な
客
体
に
封
ず
る
未
遽
の
可
罰
性
に
つ
い
て
論
じ
、
目
的
と
す
る
法
釜
の
危
険
性
が
沼
來
さ

　
　
れ
な
い
か
ら
不
可
罰
と
す
る
。
工
①
σ
q
Φ
日
巴
ロ
”
簿
・
．
帥
・
O
・
ω
・
鵠
一
龍
・
　
．
　
　
’
　
　
　
．
」
　
　
　
　
　
，
　
　
．

　
　
ロ
r
ラ
ン
ド
は
絶
封
蝋
、
相
封
的
不
能
に
か
は
る
必
然
的
、
偶
然
的
不
能
を
以
て
幌
別
せ
ん
と
す
．
る
が
、
そ
の
旺
別
も
主
体
又
は
手
段
或
は
客
体
の

　
　
n
性
質
に
よ
り
決
定
せ
ん
と
す
る
男
○
ず
富
口
身
レ
・
鈍
O
・
．
ω
●
＝
G
。

　
　
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
も
「
未
遽
犯
と
し
て
罰
す
べ
き
不
能
犯
は
・
：
：
：
・
半
解
實
行
の
瞬
間
に
存
す
る
総
て
の
事
情
に
よ
れ
ば
そ
の
行
爲
は
わ
れ
わ
れ

　
鼻
の
理
性
的
経
験
に
從
え
ば
攻
廻
せ
ら
る
る
法
釜
に
外
し
危
険
あ
り
と
な
す
べ
き
と
き
に
早
耳
犯
と
し
て
慮
罰
す
る
」
と
し
て
な
お
法
釜
に
封
ず
る
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
り

　
　
、
瞼
を
根
嫁
と
す
る
。
　
ゆ
ゴ
、
閃
目
①
団
㊥
5
帥
●
9
0
・
O
・
ω
．
一
覧
①
h
h
．

（
一
一
）
蜀
円
呂
F
】
）
器
ω
け
三
七
①
㎝
①
言
げ
d
9
｛
牙
α
器
d
o
9
昏
。
男
。
一
〇
F
一
》
急
ド
（
H
c
。
雪
）
Q
o
．
鰹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
一
二
）
　
閃
円
碧
ぎ
僧
・
．
ρ
O
．
ω
2
蟄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ

（
＝
ご
）
9
跳
遷
U
O
冒
碧
U
。
同
ぐ
旨
き
α
q
9
”
導
円
薗
酔
び
。
ω
鼠
巳
（
菊
①
ω
茜
菩
。
直
門
国
・
O
鐸
侍
9
昆
）
噂
一
⑩
一
〇
ω
・
。
。
。
。
i
⑦
H

（
一
四
）
　
こ
の
瀦
に
つ
．
い
て
牧
野
・
東
途
と
事
實
の
欠
訣
（
研
究
二
巻
〉
三
三
頁
以
下
、
軍
場
。
構
成
要
件
欠
訣
の
理
論
（
論
叢
五
四
巻
一
、
二
號
）
四

　
r
O
頁
以
下
参
照
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
＼
　
　
　
　
●

〈
一
五
）
　
小
野
博
士
に
よ
れ
ば
構
成
要
件
理
論
は
フ
ラ
ン
ク
、
リ
ス
ト
◎
シ
ユ
・
、
・
ッ
ト
の
…
教
科
書
が
探
賦
し
て
以
來
ド
ィ
ッ
、
の
通
説
と
な
っ
た
と
さ
れ

　
　
る
Q
し
か
も
そ
わ
は
一
九
ご
○
年
以
後
の
事
と
さ
罵
る
。
小
野
・
構
成
要
件
概
念
の
訴
訟
的
意
義
く
牧
野
論
丈
集
）
四
一
一
頁
。
フ
ラ
ン
ク
が
一
九
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論説

　
　
一
二
年
に
著
し
た
註
詔
書
一
五
版
か
ら
は
構
成
要
件
欠
航
論
も
ド
；
ナ
と
類
似
し
た
見
解
を
す
て
て
、

　
　
ナ
の
刑
法
体
系
は
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
三
値
的
行
宮
論
の
立
揚
に
近
い
と
思
は
れ
る
。

（
一
義
ハ
）
　
一
W
O
一
一
⇔
σ
q
”
一
）
皆
】
ピ
O
プ
触
O
＜
◎
ヨ
＜
2
，
ぴ
鴇
O
O
ゲ
O
づ
”
（
一
㊤
O
⑦
）
G
O
●
卜
9
ω

（
一
七
）
　
切
①
】
ヨ
α
q
’
⇔
・
帥
．
ρ
ω
・
卜
。
心

（
∵
八
）
　
ご
Q
9
旨
σ
q
回
斜
．
辞
○
・
ω
。
G
◎
卜
σ
◎
o
．

（
…
九
）
　
じ
d
o
賦
謬
σ
q
”
9
’
黛
ユ
．
○
．
ω
6
G
o
G
。
0
5

ベ
ー
リ
ン
グ
の
見
解
…
に
…
從
っ
て
い
る
。

ド
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ご

　
⇔
主
観
読
　
・
、
主
観
読
は
フ
ォ
ィ
エ
ル
バ
ッ
．
ハ
と
同
時
代
に
、
テ
イ
ッ
マ
ン
や
マ
イ
ス
テ
ル
に
お
い
て
も
唱
え
ら
れ
て
い
た
が
、

今
日
の
意
昧
の
主
観
論
は
プ
ー
リ
に
出
決
す
る
と
い
え
よ
う
。
プ
ー
リ
は
古
典
的
客
観
論
の
因
果
關
係
を
攻
撃
し
、
未
途
の
客
観
的
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
㌔

付
け
が
不
可
能
な
る
黙
を
論
話
し
た
。
か
く
て
彼
は
、
主
観
的
な
観
黙
か
ら
の
み
未
途
の
基
礎
付
け
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
不
能
犯
の
場
合

も
當
然
可
罰
未
発
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
し
か
し
、
主
観
読
も
迷
信
犯
を
可
罰
未
途
か
ら
除
外
せ
ん
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、

「
問
題
と
す
べ
き
力
年
盛
津
①
の
存
在
が
論
讃
さ
れ
す
、
軍
に
信
仰
。
迷
信
や
槻
念
・
酒
肥
に
属
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
け
で
あ

る
．
、
そ
れ
は
黒
髭
的
認
識
や
生
活
経
験
に
お
い
て
も
謹
明
さ
れ
得
ず
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
も
現
實
的
効
果
の
原
因
と
み
と
め
ら
れ
得
ず
、

法
律
上
の
關
係
に
山
4
8
い
て
相
當
な
手
段
と
も
相
霊
的
・
絶
封
葛
桜
相
當
な
手
段
と
も
、
即
ち
、
事
實
の
世
界
に
お
い
て
事
物
の
攣
化
を
招

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

淫
す
る
手
段
と
み
る
こ
と
が
出
來
な
い
」
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
未
途
の
基
礎
を
な
す
意
思
に
實
行
力
と
い
う
よ
う
な
何
ら
か
の

性
格
を
與
え
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
主
観
読
本
來
の
趣
旨
か
ら
は
な
れ
る
も
の
で
あ
る
。
意
思
に
何
ら
か
の
性
格
を

付
識
せ
ん
と
す
る
黙
で
は
む
し
ろ
抽
象
的
危
瞼
論
が
優
る
。
　
抽
象
的
（
主
観
的
）
危
瞼
読
の
端
緒
は
リ
ス
ー
に
由
來
す
る
と
い
・
兄
る
。

リ
ス
ト
は
判
断
の
封
象
を
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
事
情
」
及
び
「
，
捨
石
者
の
み
に
認
め
ら
れ
た
事
情
」
と
し
、
慌
者
を
綜
合
判
断
し
て
危
瞼

を
認
定
し
よ
ケ
と
し
播
リ
ス
在
な
ほ
蓉
槻
的
事
事
と
至
槻
的
藩
」
を
併
列
的
に
お
い
て
判
断
せ
ん
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
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論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

フ
ィ
ン
ガ
ー
、
コ
ー
チ
等
は
次
第
に
客
観
的
事
物
の
面
を
輕
覗
し
て
．
、
主
観
的
事
情
の
み
に
重
き
を
お
く
に
至
っ
た
。
途
に
ワ
ッ
ヘ
ン
フ

ェ
ル
ト
は
未
々
膿
罰
の
根
披
は
h
抽
象
的
危
瞼
即
ち
法
律
秩
序
に
封
ず
る
危
瞼
」
に
あ
り
ど
し
、
「
か
x
る
怯
律
秩
序
忙
醤
す
る
危
瞼
は
、

若
し
行
覚
者
の
計
劃
通
り
に
實
行
さ
れ
た
な
ら
ば
そ
の
攻
撃
の
客
体
を
侵
害
す
る
に
至
っ
た
に
違
い
な
い
、
と
い
う
ご
と
き
も
の
で
あ
る

場
合
に
於
て
存
在
す
る
」
と
な
す
窒
つ
総
か
ぐ
て
・
所
謂
抽
象
的
危
険
読
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
姦
的
畢
情
が
捨
象
さ
れ
、
主
観

的
事
惰
即
ち
行
爲
者
の
認
識
内
容
の
み
が
判
噺
の
写
象
と
な
る
。
そ
れ
ば
結
局
、
客
観
読
が
行
書
を
麗
罰
す
る
に
反
し
、
主
観
読
は
意
思

叉
ぱ
行
学
者
を
虚
罰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
抽
象
的
危
瞼
論
で
庭
罰
せ
ん
と
す
る
意
思
は
、
軍
な
る
目
的
を
達
せ
ん
と
す
る
意
圖
で

は
不
十
分
で
あ
り
、
，
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
だ
げ
の
確
定
的
な
も
の
で
な
け
れ
鳳
な
ら
ぬ
。
從
っ
て
、
そ
れ
は
犯
人
の
認
識
し
た
通
り
に
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

・
し
客
観
的
事
情
が
護
生
し
た
ら
、
當
然
目
的
を
達
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
は
れ
る
程
度
に
高
ま
っ
た
意
思
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
故
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
は
、
刑
法
の
目
的
が
肚
會
防
衛
で
あ
る
黙
か
ら
読
明
さ
れ
る
。
蓋
し
肚
會
防
衛
上
犯
人
を
庭
罰
す
る
に
は
、
犯
人
が
客
観
的
行
爲
に

よ
り
現
實
に
法
釜
を
危
胎
な
ら
し
め
る
ご
と
を
必
要
と
せ
す
、
犯
人
の
意
思
叉
は
性
格
の
危
険
が
推
測
ざ
れ
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
犯
人

　
の
危
磁
性
の
徴
表
た
る
意
思
又
は
性
格
は
、
防
衛
に
必
要
な
る
程
度
、
の
確
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
。
郭
く
て
、
主

観
読
で
も
つ
と
も
論
理
の
通
っ
た
鳥
総
は
抽
象
的
（
主
観
的
）
危
険
読
で
あ
る
と
い
え
る
。
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コ
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犀
宮
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の
U
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暮
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冨
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「
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窪
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讐
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P
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》
昌
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据
ω
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＝
樽
卜
。
G
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φ
尾
ド
の
●
悼
8

（
四
）
　
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
未
塗
即
ち
企
て
る
と
い
5
言
葉
の
意
義
が
主
観
的
動
機
を
示
す
こ
と
を
主
張
し
、
未
途
行
爲
の
相
當
、
不
相
當
を
、
未
遽
行
爲
が

　
　
結
果
の
惹
起
に
不
適
當
で
あ
る
と
い
弓
黙
で
旺
矧
す
る
こ
と
を
無
意
義
と
し
、
未
…
遂
行
爲
が
不
相
学
で
あ
る
こ
と
は
、
唯
行
爲
者
め
行
爲
表
象
の
意

＼一
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論読

　
　
味
に
お
い
て
み
ち
び
か
れ
る
も
の
そ
れ
自
体
が
結
果
の
惹
起
に
不
適
當
で
あ
歓
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
て
か
」
る
行
爲
に
は
灘
會
的
重
要
性

　
　
が
殆
ん
ど
鍋
せ
ら
れ
な
い
、
、
從
っ
て
不
可
罰
と
す
る
．
。
国
貯
σ
q
①
ご
鋤
・
鋤
・
O
・
G
Q
●
G
。
O
G
。

　
　
　
コ
ー
ラ
、
1
も
亦
未
醤
と
不
能
犯
の
髪
洗
を
意
思
に
お
一
い
て
解
決
せ
ん
と
ナ
る
。
し
か
も
鳥
影
を
解
し
て
法
盆
に
封
ず
る
危
瞼
と
し
て
で
な
く
、

　
　
法
律
秩
序
に
封
ず
る
危
瞼
と
す
る
。
こ
の
法
律
秩
序
に
封
ず
る
危
瞼
は
個
別
置
さ
れ
た
、
客
観
化
さ
れ
た
意
思
が
自
然
的
因
果
法
則
に
適
合
し
、
そ

　
　
れ
故
、
原
因
意
思
で
あ
る
時
に
存
ナ
る
Q
從
っ
て
コ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
野
宮
の
相
當
性
が
前
提
と
な
る
。
図
。
び
一
①
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ω
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－
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葉
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・
o
巴
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Φ
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露
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ぴ
q
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刑
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策
的
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防
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℃
犠
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ぼ
。
郎
と
い
5
言
葉
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使
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さ
れ
る
。
　
団
甘
σ
q
o
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9
．
O
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二
不
能
犯
と
刑
法
規
定

　
わ
が
現
行
刑
法
典
で
は
不
能
犯
の
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
．
規
定
が
な
い
故
に
不
能
犯
を
認
め
な
い
趣
旨
で
は
な
い
。
不
能
犯
概
念
に

争
が
あ
り
、
愛
當
な
決
定
が
得
ら
れ
な
い
た
め
立
法
上
規
定
す
る
こ
と
な
く
、
學
論
判
例
に
そ
の
解
鐸
は
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
學

読
判
例
が
解
繹
す
る
場
合
、
條
文
を
無
線
し
た
勝
手
な
解
羅
は
許
さ
れ
ぬ
。
結
局
、
未
途
犯
の
規
定
を
根
撮
に
し
て
、
そ
の
未
途
概
念
を

確
定
す
る
ヒ
と
に
よ
り
、
そ
の
概
念
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
不
能
犯
と
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
未
途
犯
は
、
　
「
犯
罪
の
實
行
に

着
手
し
之
を
途
げ
ざ
る
者
は
、
．
共
の
刑
を
減
臆
す
る
こ
と
を
得
」
と
だ
け
規
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
未
々
犯
の
規
定
は
客
観
主
義
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

よ
る
も
、
勲
爵
主
義
に
よ
る
も
安
當
な
解
繹
が
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
爾
者
を
折
衷
せ
ん
と
し
た
愛
鷹
的
規
定
な
の
で
あ
る
。
從
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
實
行
の
藩
手
」
と
い
う
用
語
は
勿
論
一
八
一
〇
年
の

不
能
犯
論
に
お
け
る
客
観
論
と
主
観
論
の
封
立
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。



∫

ノ

＼
φ

　
　
フ
ラ
ン
ス
刑
法
二
業
に
由
摂
す
る
が
、
わ
が
薦
刑
法
一
一
二
條
は
「
罪
を
犯
さ
ん
と
し
て
己
に
其
事
を
行
う
乏
難
も
」
と
規
定
さ
れ
て
い

　
　
る
。
　
「
實
行
σ
着
属
し
と
い
う
用
語
が
始
め
て
わ
が
法
規
に
使
用
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
四
年
に
國
會
に
提
出
さ
れ
た
端
山
次
刑
法
草
案

　
　
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
一
σ
二
條
は
、
　
「
罪
を
犯
さ
ん
と
し
て
己
に
其
の
實
行
に
着
手
す
と
難
も
犯
人
意
外
の
障
凝
若
く
は
舛
錯
に
因

　
　
り
途
げ
ざ
る
も
の
は
未
途
犯
ど
爲
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
更
に
明
治
三
四
年
の
改
正
草
案
五
五
條
に
お
い
て
、
「
犯
罪
の
實
行
に
着
手

　
　
し
之
を
途
げ
ざ
る
者
は
其
刑
を
減
輕
す
る
こ
と
を
得
」
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
草
案
の
規
定
が
そ
の
ま
x
明
治
四
一
年
施
行
の
現
行
刑
法

　
典
四
三
條
の
．
條
文
に
な
っ
て
い
る
。
こ
、
の
刑
法
典
は
大
正
一
〇
年
頃
よ
り
改
正
の
氣
運
に
さ
ら
さ
れ
た
。
昭
和
ご
年
に
は
改
正
豫
備
草
案

　
　
が
制
定
さ
れ
、
．
更
に
昭
和
一
五
年
に
は
改
正
刑
法
假
案
が
書
表
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
塁
草
案
二
二
條
も
、
假
案
二
一
條
も
未
途
犯
の
規
，

　
定
は
「
犯
罪
の
寳
行
に
着
手
し
之
を
禦
げ
ざ
る
者
は
其
の
刑
噛
減
冠
す
為
こ
と
を
得
」
に
か
は
り
は
な
か
っ
売
。
現
在
に
お
い
て
も
同
様

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
、
未
配
概
念
ひ
い
て
は
雲
行
着
手
の
概
念
自
体
は
主
観
主
義
と
客
観
主
義
が
竿
立
し
て
、
か
な
り
の
は
げ
し
い
論
孚
を

　
　
経
て
來
た
。
そ
め
闇
に
あ
っ
て
、
未
途
の
規
定
が
終
始
同
一
の
文
言
を
保
ち
得
た
の
は
、
全
く
文
言
の
形
式
そ
の
も
の
が
主
槻
読
に
も
客

　
，
訳
読
に
も
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
り
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
評
点
草
案
と
假
案
で
は
不
能
犯
が
規
定
さ
れ
た
だ
め
内
三
途
の
規
定
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
（
診

　
　
体
に
も
問
題
が
生
じ
た
。
そ
も
そ
も
、
不
能
犯
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
未
途
規
定
が
蓄
電
主
義
的
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
蓋
し

　
　
主
観
主
義
で
あ
る
以
上
不
能
犯
の
成
立
は
認
め
ら
れ
得
な
い
か
ら
。
七
か
し
、
不
能
犯
を
規
定
す
る
場
合
に
も
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。
そ

　
　
の
一
は
・
未
途
犯
の
規
定
が
客
観
主
義
に
立
つ
結
果
、
そ
の
趣
旨
を
更
に
徹
底
す
る
た
め
不
能
狂
を
規
定
す
る
場
瓜
艶
そ
の
こ
は
・
未
遽

　
　
犯
の
規
定
が
主
観
主
義
的
立
場
に
偏
し
て
い
る
結
果
、
そ
れ
を
緩
和
す
る
た
め
一
部
門
不
能
犯
を
腱
罰
か
ら
除
か
ん
と
す
る
場
加
聴
從
つ
　
7
9

　
　
て
・
不
能
犯
の
規
定
が
直
ち
に
未
途
犯
の
規
定
の
客
観
主
義
的
立
法
趣
旨
を
表
ば
す
も
の
で
は
な
い
が
・
不
能
犯
の
規
定
の
出
方
か
ら
未
ゆ

斬



も

、

論説
者
ぱ
未
途
犯
と
し
て
訓
ず
る
こ
と
を
得
ず
」
と
規
定
し
假
案
二
二
條
で
は
、
　
「
結
果
の
獲
生
す
る
こ
と
不
能
な
る
場
合
に
於
て
其
の
行
爲

危
瞼
な
る
も
の
に
非
ざ
る
と
ぎ
は
之
を
罰
せ
ず
」
と
規
定
す
る
。
不
能
犯
の
楽
園
は
前
者
よ
り
も
後
者
が
機
張
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
國
の

如
き
國
内
秩
序
の
事
情
に
大
し
た
攣
化
も
な
く
、
又
未
途
犯
規
定
の
包
括
性
に
か
ん
が
み
、
前
者
が
先
づ
不
能
犯
を
み
と
め
る
端
緒
と
し
て

注
意
的
規
定
を
な
し
、
引
篤
き
後
者
に
お
い
て
そ
れ
を
明
確
な
ら
し
め
た
も
の
と
み
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
刑
法
改
正
事
業
に
お
い
て
未

途
は
終
始
馬
面
主
義
に
支
配
さ
れ
た
と
も
云
え
る
。
こ
の
意
見
に
反
心
す
る
わ
が
學
者
は
、
豫
備
草
案
は
ド
イ
ツ
一
九
二
五
年
の
草
案
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
ハ
　

規
定
に
影
響
さ
れ
、
假
案
は
ド
イ
ツ
一
九
二
七
年
案
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
見
る
。
ド
イ
ツ
一
九
二
五
年
草
案
は
そ
の
規
定
の
形
式
に
お

い
て
も
、
理
臨
書
の
平
明
か
ら
も
主
槻
主
義
的
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
、
一
九
二
七
年
案
は
末
途
犯
の
規
定
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
モ
　

て
客
観
主
義
的
傾
向
が
濃
厚
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
不
能
犯
の
規
定
に
つ
い
て
は
若
干
の
見
万
の
相
違
が
あ
る
。
二
五
年
草
案
「
行
爲
者
が

自
然
法
則
の
著
し
き
無
智
に
因
り
其
の
實
行
を
勘
ぐ
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
如
き
客
体
に
画
し
叉
は
方
法
を
以
て
行
爲
を
企
て
た
る
も
の
な

る
と
き
は
其
の
未
婚
行
爲
は
之
を
罰
せ
ず
（
二
三
條
四
項
目
」
は
、
不
能
犯
の
不
鼻
鯛
を
謳
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
二
七
年
案
「
未
直

行
爲
が
行
爲
者
の
撰
罪
し
た
る
方
法
叉
は
客
体
の
性
質
上
到
底
下
縫
に
至
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
の
な
り
し
と
き
は
、
裁
判
所
は
自
由
裁
量

に
よ
り
其
の
刑
を
滅
輕
す
る
こ
と
を
得
。
　
其
の
情
特
に
輕
き
場
合
は
刑
を
免
除
す
る
こ
と
を
得
（
二
六
條
三
項
）
」
は
、
原
則
と
し
て
不

能
犯
麩
．
罰
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
二
五
年
草
案
は
出
途
規
定
は
主
観
読
、
不
能
犯
は
不
深
靴
、
二
七
年
案
は
未
途
規
定
は

客
槻
主
義
的
傾
向
強
く
、
不
能
犯
は
原
則
と
し
て
慮
罰
さ
れ
る
も
不
能
犯
を
み
と
め
る
範
圃
は
廣
い
。
こ
の
法
文
の
特
色
か
ら
、
不
能
犯

の
規
定
は
爾
草
案
と
も
一
方
主
観
主
義
的
、
他
方
客
櫻
主
義
的
傾
向
の
緩
和
を
意
味
す
る
規
定
と
み
る
。
そ
こ
で
、
二
七
年
案
も
二
五
年

草
案
の
趣
旨
と
同
一
に
解
す
べ
き
で
あ
り
、
從
っ
て
爾
案
を
通
じ
抽
象
的
危
愈
愈
が
立
法
者
の
豫
遇
す
る
と
こ
ろ
と
考
え
る
學
者
も
い

％
冬
れ
を
以
て
立
法
の
傾
票
主
観
妻
を
是
認
す
る
方
向
に
あ
る
と
す
藁
者
も
猿
・
。
從
っ
て
ギ
ツ
刑
法
改
正
事
業
に
つ
い

て
右
の
如
き
主
張
を
も
つ
わ
が
學
者
は
、
わ
が
豫
備
草
案
も
黒
帯
も
共
に
ド
イ
ツ
爾
草
案
と
同
檬
、
不
能
犯
の
規
定
を
主
観
論
又
は
抽
象
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論説
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　

的
危
陰
論
に
よ
っ
て
早
取
す
べ
し
と
な
す
。
こ
れ
に
反
し
、
不
能
犯
の
規
定
そ
れ
自
体
二
王
主
義
に
由
幸
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
地
か

ら
、
未
盗
犯
自
体
に
つ
い
て
は
主
観
主
義
的
で
は
あ
る
が
、
理
由
書
の
例
示
す
る
範
園
の
不
能
犯
を
み
と
み
る
規
整
を
謳
っ
た
こ
査
年
草

案
は
實
質
的
に
は
客
観
主
義
的
で
あ
り
、
二
七
年
案
は
更
に
未
途
犯
そ
の
も
の
の
規
定
が
客
観
主
義
的
傾
向
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
立
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

傾
向
の
客
観
化
を
主
張
す
る
畢
者
も
い
る
。
し
か
し
不
能
犯
規
定
の
趣
旨
は
前
述
せ
る
如
く
ご
つ
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

草
案
の
傾
向
に
つ
い
て
の
爾
者
の
争
は
、
い
つ
れ
が
野
営
か
に
は
か
に
決
し
難
い
。
し
か
七
、
ド
イ
ヅ
爾
草
案
と
わ
が
爾
草
案
の
關
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
ド
イ
ツ
ニ
五
年
案
と
わ
が
豫
備
草
案
と
で
は
文
言
の
使
用
σ
鮎
で
類
似
性
を
も
つ
が
、
ド
イ
ツ
ニ
七
年
案
と
わ
が
假
案
と
で
は
明

瞭
に
異
る
．
わ
錨
藤
蓋
奮
ざ
る
行
業
に
つ
い
三
搬
に
論
犯
の
毒
契
み
墜
て
い
る
．
こ
れ
は
わ
が
響
の
見
解
に
立

つ
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
わ
が
爾
草
案
も
ド
イ
ツ
爾
草
案
も
途
に
施
行
を
見
な
か
っ
た
。
從
っ
て
現
在
に
お
い
て
は
不
能
犯
の
規

定
を
も
た
な
い
、
包
括
性
の
あ
る
未
途
規
定
の
み
の
刑
法
典
が
わ
が
國
に
も
ド
イ
ツ
に
も
施
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
刑
法
典
の
下
で
、

裁
制
所
の
見
解
は
ド
イ
ツ
に
て
は
主
観
主
義
で
あ
る
に
反
し
、
わ
が
國
で
は
客
観
主
義
で
あ
る
。
從
っ
て
裁
判
所
の
か
司
る
立
場
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

わ
が
國
で
は
刑
法
四
三
條
の
趣
旨
を
客
観
主
義
と
解
す
る
王
者
も
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
根
笠
が
薄
弱
で
あ
る
。
結
局
現
行
の
法
規
に

よ
っ
て
は
、
主
観
読
と
客
観
読
の
愛
當
性
を
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
　
。

（
】
）
　
牧
野
・
日
本
刑
法
（
昭
七
）
二
七
七
頁
。
同
・
刑
法
改
正
の
諸
問
題
輔
五
、
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

（
二
）
　
こ
の
た
め
法
規
自
体
か
ら
は
な
れ
て
、
未
途
概
念
の
等
等
を
な
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
決
定
せ
ん
と
す
る
試
み
も
あ
ら
は
れ
る
。
小
野
・
刑

　
　
法
総
則
草
案
に
於
け
る
未
途
犯
及
び
不
能
犯
・
法
協
記
念
論
文
集
三
馬
六
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（
三
〉
小
野
博
士
は
「
畏
く
も
明
丈
を
以
て
可
罰
な
ら
ざ
る
不
能
犯
を
認
む
る
乏
い
弓
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
客
観
主
義
へ
の
傾
向
を
示
す
も
の

　
　
と
解
さ
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
小
野
●
前
掲
書
三
一
九
頁
。

（
四
）
　
わ
が
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
一
ご
八
條
の
規
定
が
そ
う
で
あ
る
。
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（
～
ゴ
）
　
ド
イ
ツ
一
九
二
五
年
草
案
二
三
條
四
項
の
規
定
。
が
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

（
六
）
　
草
野
・
未
途
犯
（
刑
法
改
正
上
の
重
要
問
題
）
二
一
二
一
二
二
四
頁

（
七
）
　
ド
イ
ツ
一
九
二
五
年
差
が
未
途
規
定
に
お
い
て
主
観
主
義
的
で
あ
り
、
〕
九
二
七
年
案
は
客
観
主
義
的
傾
向
に
あ
る
と
す
る
わ
が
國
の
學
者
は
、

　
　
小
野
・
前
掲
書
・
三
三
一
頁
。
牧
野
・
刑
法
改
正
の
諸
問
題
二
四
五
頁
、
同
重
貼
の
攣
遷
九
頁
。
草
野
。
前
掲
書
二
〇
三
頁
。

　
　
　
な
お
坂
本
判
事
の
み
は
こ
七
年
案
も
主
観
主
義
的
と
さ
わ
る
。
坂
本
・
事
實
の
欠
駅
に
つ
い
て
・
法
律
論
叢
一
三
巻
五
號
七
二
頁

（
八
）
　
草
野
・
前
揚
虫
目
二
二
二
頁
一
二
二
四
頁

（
九
）
　
坂
本
・
前
掲
書
七
二
頁

（
一
〇
）
　
草
野
。
前
掲
書
二
二
ご
頁

（
一
一
）
　
小
野
・
罰
掲
書
三
二
八
頁
一
三
三
二
頁
、
三
七
二
頁

（
一
二
）
牧
野
博
士
は
こ
五
年
の
承
能
犯
規
定
は
主
観
主
義
・
二
七
年
の
不
能
犯
規
定
は
客
観
主
義
で
あ
る
が
（
整
刑
法
假
案
と
ナ
チ
ス
刑
法
綱
頭

　
　
〇
一
－
酬
〇
四
頁
）
未
塗
犯
の
規
定
を
も
考
え
合
は
せ
る
と
全
体
的
に
安
協
的
規
定
で
あ
り
（
刑
法
に
お
け
る
璽
鮎
の
塑
三
九
一
一
〇
頁
）
か
く

　
　
て
、
わ
が
草
案
に
お
い
て
は
、
客
観
説
を
好
む
も
の
は
客
観
説
に
よ
っ
て
理
解
す
べ
し
、
主
観
説
に
從
は
ん
と
す
る
者
は
主
観
説
に
基
い
て
こ
れ
を

　
　
蓮
用
す
べ
し
と
の
趣
旨
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
刑
法
改
正
の
諸
問
題
ご
四
七
頁
）

（
一
三
）
　
こ
の
鮎
牧
野
博
士
も
認
め
ら
わ
る
。
（
牧
野
。
改
正
刑
法
假
案
と
ナ
チ
ス
刑
法
綱
領
一
〇
一
頁
）

（
一
四
）
　
坂
本
。
前
掲
書
六
九
頁

2i　（1082）　82

三
不
能
犯
と
危
険
性

　
6
　
客
観
読
と
主
槻
論
の
封
立
要
素
　
　
右
に
述
べ
た
如
く
客
観
読
と
主
観
読
は
そ
の
概
念
構
成
及
び
融
規
の
解
鐸
を
め
ぐ
り
、
か
な

り
の
並
立
を
示
し
て
い
る
。
結
局
不
能
犯
の
概
念
の
相
異
が
そ
の
原
因
を
な
す
。
よ
り
直
接
掬
に
は
危
除
性
の
概
念
把
握
に
由
來
す
る
。



　
そ
も
そ
も
破
滅
性
に
は
先
づ
次
の
三
つ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
一
は
、
危
瞼
を
判
断
す
る
主
体
は
何
か
。
第
ご
は
、
危
瞼

　
と
は
何
に
封
ず
る
危
瞼
か
。
第
三
は
、
危
瞼
は
何
が
危
険
な
の
か
、
、
即
ち
危
瞼
と
判
断
さ
れ
る
封
象
は
何
か
。
第
一
の
問
題
に
封
ず
る
答

　
は
、
主
観
読
も
客
観
読
も
行
演
者
の
判
断
で
な
く
、
客
槻
的
第
三
者
の
判
断
で
あ
る
黙
は
一
致
す
る
。
但
し
、
・
客
槻
的
第
三
者
が
何
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
．

　
る
か
に
つ
い
て
は
、
①
一
般
通
俗
人
か
、
②
指
導
的
文
化
暦
の
人
か
、
③
專
門
的
鑑
定
人
か
に
牙
か
れ
這
わ
れ
る
。
第
二
の
問
題
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
五
）

　
て
は
、
主
観
読
は
法
律
秩
序
に
封
ず
る
危
瞼
で
あ
る
に
反
し
、
客
観
論
は
法
盆
に
封
ず
る
危
険
で
あ
る
と
し
て
か
な
り
蜀
記
す
る
。
第
三

　
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
主
槻
読
は
意
思
乃
至
行
盛
者
の
危
険
を
考
え
る
に
反
し
、
客
槻
読
は
客
槻
雲
行
爲
の
危
瞼
を
考
え
る
。
一
般
に
意

　
思
乃
至
行
幸
者
．
の
危
険
を
問
題
に
せ
ん
と
す
れ
ば
、
意
思
歌
態
乃
至
性
格
歌
劇
が
、
如
何
に
一
定
の
法
律
秩
序
か
ら
見
て
好
ま
し
か
ら
ざ

　
る
も
の
で
あ
る
か
璽
問
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
、
行
爲
の
媒
介
な
し
に
は
法
盆
が
危
殆
に
お
ち
い
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
。
一
方

　
．
行
爲
の
危
瞼
と
は
、
行
爲
の
結
果
に
封
ず
る
原
因
性
、
可
能
性
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
當
然
法
器
に
封
ず
る
危
瞼
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
こ
の
黙
主
観
読
が
意
思
一
法
律
秩
序
と
結
ぶ
理
論
は
正
し
い
。
叉
客
観
論
が
行
商
の
皇
陵
を
行
爲
の
結
果
獲
生
の
可
能
性
と
す
る
場
合
、

　
行
爲
一
法
釜
と
結
ぶ
理
論
も
一
貫
性
を
も
つ
。
但
し
、
主
観
読
が
意
思
一
法
律
秩
序
の
結
び
つ
き
で
鋸
商
性
を
判
断
す
る
場
合
、
具
体
的

　
客
観
的
な
事
象
が
一
切
捨
象
さ
れ
、
危
心
性
は
一
般
的
観
念
的
危
瞼
を
意
昧
す
る
。
從
っ
て
そ
の
場
合
の
判
断
者
は
一
般
通
俗
入
に
も
判

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
断
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
程
度
で
、
必
ず
通
俗
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
。
必
ず
通
俗
人
の
判
断
を
優
先
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、

　
主
観
読
の
未
途
不
能
犯
に
算
す
る
慮
罰
展
張
の
傾
向
が
う
か
f
は
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
客
観
読
は
客
観
的
具
体
的
事
象
た
る
行
爲
の
能
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ロ
コ

　
　
の
認
定
評
慣
で
あ
る
。
騰
れ
は
一
般
通
俗
人
に
は
不
向
唐
で
あ
り
、
指
導
的
丈
化
層
の
良
識
或
は
鑑
定
人
の
意
見
を
参
考
に
判
断
す
る
方

　
　
が
合
理
的
で
あ
り
、
眞
理
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
俗
人
の
観
念
と
指
導
的
文
化
暦
の
人
と
の
観
念
が
相
異
す
る
細
く
ま
れ
な
揚
合
に
生

説　
　
ず
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
槻
読
が
眞
に
危
険
な
意
思
乃
至
性
格
を
標
準
倶
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
低
級
な
通
俗
入
の
智
識
に
よ
る
あ

論　
　
い
ま
い
な
危
心
性
の
制
断
よ
り
、
高
級
な
良
識
に
よ
る
よ
り
確
實
な
置
上
性
の
判
断
を
軍
用
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
鐵
危
険
性
の
要
素
は
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主
観
主
義
に
お
い
て
は
余
り
重
要
性
が
な
い
か
に
思
は
れ
る
。
計
劃
の
危
瞼
性
の
如
き
は
軍
な
る
論
理
的
技
術
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

か
コ
一
方
危
瞼
性
の
判
断
の
封
象
が
す
べ
て
の
客
観
的
要
素
を
捨
象
し
、
犯
人
の
主
観
的
認
識
内
容
の
み
を
醤
象
と
し
て
判
漸
す
る
こ
と

が
果
し
て
安
當
か
ど
う
か
。
主
観
論
は
こ
の
難
で
最
も
非
難
を
う
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
主
観
読
は
こ
の
鮎
で
不
能
犯
を

否
定
す
る
結
果
と
．
な
る
。
叉
一
方
黒
瀬
読
は
行
爲
の
危
険
性
を
標
準
に
す
る
黙
は
主
観
論
に
優
る
が
、
行
爲
の
角
瞼
性
を
行
爲
一
法
釜
の

選
曲
に
結
び
つ
け
、
法
釜
侵
害
の
可
能
性
と
す
る
鮎
は
非
難
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
論
理
的
に
い
っ
て
、
未
途
犯
に
は
法
釜
侵
害
の
可
能
性

は
存
在
し
な
い
。
よ
う
や
く
就
會
観
念
に
從
う
こ
と
に
よ
り
、
な
ほ
法
釜
侵
害
の
可
能
性
を
維
持
せ
ん
と
す
る
。
し
か
し
、
杜
會
観
念
に

從
う
と
も
、
法
喜
侵
害
の
可
能
性
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
實
に
攣
り
は
な
い
。
そ
れ
を
存
在
す
る
と
假
要
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
論

理
的
弱
さ
を
も
つ
。
そ
れ
を
補
ふ
た
め
に
は
行
爲
一
法
釜
の
関
係
で
は
な
く
、
行
政
i
法
律
秩
序
の
關
係
か
ら
角
険
性
を
論
ぜ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
若
し
そ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
主
槻
論
と
客
槻
論
の
軍
立
も
、
判
断
の
封
象
の
黙
を
除
い
て
は
全
く
同
一
の
危
険
性
概
念
と
な
る
。

判
臨
の
封
象
が
意
思
か
行
爲
か
の
問
題
は
、
軍
に
不
能
犯
論
に
お
け
る
出
題
で
な
く
、
深
く
刑
法
畢
自
体
の
問
題
で
あ
る
。

（
一
）
　
こ
の
立
揚
は
牧
野
博
士
で
あ
る
。
牧
野
。
刑
法
研
究
一
一
巻
九
五
頁
以
下

（
二
）
　
小
野
博
士
は
こ
の
立
場
で
あ
る
。
小
野
。
前
掲
書
三
九
〇
頁
、
四
三
三
頁
以
下
，

（
三
）
　
瀧
川
博
士
は
こ
の
立
揚
で
あ
る
。
瀧
川
・
刑
法
の
諸
問
題
一
四
四
頁
以
下

（
四
）
　
フ
ィ
ン
ガ
ー
は
行
跡
の
相
當
性
（
即
危
瞼
性
）
を
嘔
別
す
る
揚
合
、
結
果
招
來
に
適
當
か
否
か
の
貼
で
匠
別
す
る
事
を
無
意
味
と
し
、
霊
⇔
σ
q
。
罵
・

　
節
．
黛
こ
．
O
．
Q
っ
●
る
。
O
G
。
．
　
コ
F
ラ
i
、
ワ
ッ
ヘ
ン
フ
エ
ル
ト
は
明
ら
か
に
法
律
秩
序
に
謝
す
る
危
瞼
と
す
る
。
国
○
貫
Φ
ご
9
0
・
僧
O
．
乙
D
・
一
⑦
ご

　
　
毛
鋤
。
冨
尾
9
9
鋤
．
鋤
．
○
・
ω
．
一
『
⑩
脚
u
①
冨
ρ
巳
9
僧
倉
。
・
O
・
ψ
⑩
二
巴
・

（
．
ゴ
）
　
ヘ
ー
ゲ
マ
ン
、
バ
ゥ
ム
ガ
ル
テ
ン
、
ロ
ー
ラ
ン
ド
、
ビ
ル
ク
マ
イ
や
等
の
危
古
説
は
行
爲
の
可
能
性
、
法
釜
侵
害
の
危
陰
性
を
意
味
す
る
。

⇔
　
危
陰
性
の
概
念

危
瞼
と
い
う
言
葉
は
普
通
用
語
と
し
て
は
、
本
來
客
槻
的
な
も
の
で
「
害
悪
の
陸
生
す
る
可
能
歌
態
」
を
云

21　（1084）　84



／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
5
．
。
或
は
主
観
的
に
「
害
悪
獲
生
の
憂
慮
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
，
抽
象
的
危
険
論
は
も
ど
よ
り
、
一
般
胱
會

　
　
入
の
判
断
に
も
と
つ
く
客
観
的
危
険
読
も
、
後
者
の
主
観
的
意
味
の
傾
向
が
張
化
さ
れ
て
鞭
て
い
る
。
し
か
し
、
更
に
危
陰
の
概
念
は
次

　
　
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
①
出
來
事
の
蓋
然
性
と
、
㈹
好
ま
し
か
ら
ざ
る
そ
の
性
質
か
ら
。
藍
し
、
出
來
事
の
畿
生
が
不
可
能
で
あ
る

　
　
揚
合
も
、
そ
れ
が
叉
確
定
的
で
あ
る
場
合
に
も
危
瞼
と
は
言
え
ぬ
。
・
な
ほ
叉
、
・
出
軸
心
が
わ
れ
わ
れ
の
利
釜
と
完
全
に
一
致
す
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
も
、
そ
れ
が
叉
全
く
無
關
係
な
場
合
も
危
険
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
危
瞼
性
が
「
害
悪
獲
生
の
可
能
性
」
或
は
「
法
釜
侵
害
の
可
能
性
」
と
い

　
　
う
場
合
に
は
、
そ
の
「
害
悪
」
又
は
∵
「
法
面
」
は
我
々
の
利
害
迄
關
係
の
あ
る
性
質
を
含
め
た
事
件
の
可
能
性
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

　
　
危
瞼
の
二
つ
の
要
素
の
申
で
、
主
観
論
と
客
観
読
で
は
そ
の
ウ
ェ
イ
ー
の
鮎
で
差
が
あ
る
。
主
観
醗
で
は
「
好
ま
し
か
ら
ざ
る
性
質
」
の

　
、
面
に
ウ
ェ
イ
ト
を
お
き
、
客
観
読
で
は
．
「
侵
害
の
可
能
三
態
」
，
に
ウ
ェ
．
イ
ト
を
お
く
。
す
な
は
ち
、
主
観
読
で
は
遠
き
將
來
に
侵
害
の
可

　
　
能
状
態
は
生
す
る
に
し
て
も
現
在
直
接
未
三
面
罰
の
根
櫨
と
な
る
の
は
、
法
律
秩
序
か
ら
見
て
好
ま
し
か
ら
ざ
る
危
険
な
意
思
宮
体
で

　
　
あ
る
。
客
観
読
は
、
法
釜
ぼ
一
般
に
わ
れ
わ
れ
の
利
釜
に
關
係
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
直
接
庭
罰
の
根
櫨
に
な
る
の
は
そ
の
侵
害
の
可

　
　
能
性
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
フ
ォ
イ
エ
ル
六
ッ
ハ
．
は
客
観
的
可
能
性
の
存
在
を
必
要
と
し
、
更
に
ミ
ツ
テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
、
ベ
ル
ナ
ー
に
よ

　
　
り
そ
の
可
能
性
は
、
手
段
、
客
体
の
物
理
的
性
質
を
標
準
と
し
た
自
然
的
物
理
的
可
能
性
な
る
事
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
後
主
観
読

’　

ﾌ
攻
撃
に
よ
り
、
自
然
科
學
曲
な
事
事
性
侭
可
能
性
）
の
意
味
を
す
て
て
、
そ
れ
を
主
観
化
し
た
肚
會
概
念
上
の
角
険
性
（
可
能
性
）
に

　
　
改
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
主
観
化
し
た
場
合
に
も
、
法
釜
侵
害
の
可
能
性
を
可
罰
の
標
準
に
お
く
こ
と
は
攣
え
ら
れ
な
か
っ
た
つ
す
な
は

　
　
ち
、
未
途
は
祉
二
丁
慨
則
上
法
釜
侵
害
の
可
能
性
あ
為
行
爲
で
あ
る
ガ
故
に
庭
罰
さ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
法
釜
侵
害
の
可
能
性
を

　
　
固
持
す
る
と
、
特
に
客
体
の
存
在
し
な
い
場
合
の
未
途
犯
を
理
由
付
け
る
こ
と
に
苦
し
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
た
ま
た
ま
不
在
中
の
室
内
へ

説
　
向
け
獲
遍
し
た
場
合
や
、
室
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
た
ス
リ
が
些
細
と
し
て
鹿
罰
さ
れ
る
こ
乏
は
、
學
読
剣
例
共
に
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

論
楚
し
か
し
・
こ
の
場
合
・
霜
雪
財
物
侵
害
の
可
能
性
塞
く
馨
し
な
い
。
こ
の
場
合
答
観
念
上
篠
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
喜
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論設
假
定
す
る
と
こ
ろ
に
論
理
的
困
難
が
生
ず
る
。
そ
の
非
難
は
客
観
論
が
「
侵
害
の
可
能
性
」
に
危
瞼
の
重
宝
を
お
く
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
．

　
（
一
）
　
小
島
昌
太
郎
・
保
瞼
本
質
論
一
二
八
、
二
一
九
頁

　
（
二
）
　
閉
。
賓
9
鴛
P
鋤
・
鋤
．
O
・
ω
●
一
亀
．

　
（
三
）
　
こ
の
場
合
憶
説
が
未
遽
を
認
め
る
の
は
近
代
で
は
通
説
で
あ
る
。
客
体
の
不
存
在
の
撃
合
わ
が
剣
例
に
お
い
て
は
二
途
を
み
と
め
る
の
が
普
通
で

　
　
　
あ
る
。
　
大
三
、
七
、
二
四
剣
決
・
録
二
〇
輯
一
五
四
六
頁
、
大
五
、
八
、
二
八
判
決
・
録
ニ
ニ
輯
一
三
三
二
頁
、
大
六
、
六
、
二
八
判
決
・
録
二

　
　
　
三
鷹
七
七
三
頁
、
昭
＝
二
、
七
、
八
二
決
・
刑
集
一
七
巻
五
道
五
頁
、
昭
一
二
、
一
一
、
二
七
判
決
・
刑
事
二
五
巻
五
五
頁
、
昭
二
三
、
八
、
五
剣

　
　
　
決
・
最
高
到
例
集
二
巻
一
＝
二
四
頁
、
昭
二
六
、
五
、
八
判
決
・
最
高
剣
例
集
・
五
巻
…
○
〇
四
頁
。

　
そ
も
そ
も
、
危
瞼
性
の
概
念
は
刑
法
上
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
刑
法
上
危
瞼
性
が
構
成
要
件
要
素
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
所
謂
危
瞼

犯
と
樗
さ
れ
る
も
の
に
お
け
る
鶏
魚
性
と
、
常
習
犯
・
職
業
犯
。
累
犯
等
に
お
け
る
犯
人
の
危
瞼
性
が
あ
る
。
犯
人
の
慌
瞼
性
な
る
も
の

は
、
危
険
の
一
般
概
念
を
「
肚
會
的
危
情
性
」
と
「
犯
罪
的
危
険
性
」
に
分
け
、
前
者
は
犯
罪
前
に
お
け
る
そ
れ
故
豫
防
警
察
に
屡
す
べ

き
も
の
、
後
者
は
犯
罪
後
に
お
け
る
そ
れ
故
刑
事
多
核
に
屡
す
べ
き
再
犯
の
危
険
性
と
解
し
た
。
す
な
は
ち
、
後
者
は
行
爲
者
に
よ
る
犯

罪
の
存
在
を
必
須
條
件
と
し
、
そ
の
犯
罪
を
通
じ
て
、
ま
た
は
そ
の
犯
罪
に
よ
り
徴
表
せ
ら
れ
た
行
爲
者
の
庄
島
な
る
意
思
乃
至
性
格
を

指
す
こ
と
に
な
る
。
と
の
行
爲
者
の
危
険
な
る
意
思
乃
至
性
格
は
、
同
一
犯
人
に
よ
る
犯
罪
反
復
（
累
犯
）
の
可
能
性
ま
た
は
蓋
然
性
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

の
期
得
で
あ
り
、
字
幕
的
犯
罪
の
反
復
的
徴
候
え
の
豫
測
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
再
犯
の
危
瞼
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の

節
刀
の
細
意
性
と
は
直
接
に
は
喜
入
の
意
思
乃
至
性
格
の
法
律
秩
序
に
封
ず
る
危
瞼
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
直
し
、
所
謂
危
瞼
犯
と
い
は

れ
る
も
の
は
、
客
観
的
行
爲
の
危
瞼
即
興
は
外
部
的
危
険
歌
態
を
い
ひ
、
根
源
的
に
は
法
盆
に
樹
す
る
危
瞼
を
裁
定
し
て
い
る
。
刑
法
法

規
中
危
潮
回
と
稻
さ
れ
る
も
の
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
備
誰
罪
、
騒
擾
罪
、
放
火
・
失
火
罪
、
溢
水
・
水
利
罪
、
往
來
妨
害
罪
、
決

斗
罪
・
遺
棄
罪
信
書
開
蝶
・
名
轡
殿
損
罪
・
そ
れ
隻
賭
雛
も
財
産
に
封
ず
る
危
難
響
置
き
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
薩
斐
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見
る
と
、
薦
讃
罪
、
騒
擾
罪
を
の
ぞ
き
磯
生
的
に
は
個
人
椹
利
の
保
護
に
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
個
人
暴
利
の
保
護
は
啓
蒙
思
想
に
獲
し

　
た
個
人
尊
重
の
影
響
に
よ
り
重
大
性
を
増
し
た
と
思
は
れ
る
。
か
、
る
重
大
な
個
人
の
擢
利
は
實
害
塾
生
に
至
ら
ず
と
も
、
危
瞼
の
段
階

　
で
保
護
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
生
ず
る
。
し
か
る
に
、
現
在
で
は
危
瞼
犯
の
大
部
分
が
個
人
樺
利
の
保
護
を
包
め
た
就
會
的
利
釜
の
保
護

　
　
の
観
念
に
移
っ
て
い
る
。
　
ご
製
に
、
個
人
の
構
利
と
い
う
特
定
の
藤
野
か
ら
肚
會
全
体
の
利
釜
へ
と
い
う
法
釜
概
念
の
攣
遜
を
見
う
け

　
る
。
危
瞼
犯
は
具
体
的
擁
壁
犯
と
抽
象
的
危
瞼
犯
に
分
れ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
な
ほ
危
絵
が
具
体
的
に
焚
生
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
が
、
後
者
に
お
い
て
は
行
爲
⑳
型
態
自
体
に
抽
象
的
に
危
瞼
性
が
包
含
さ
れ
、
量
定
さ
れ
る
。
冷
雨
犯
も
危
異
母
の
一
種
で
あ
る
。
し
か

　
ら
憾
、
い
つ
れ
の
危
険
犯
に
遇
す
を
で
あ
ろ
、
5
か
月
勿
論
、
具
体
的
聖
書
犯
と
抽
象
的
危
瞼
犯
の
県
別
は
、
不
能
犯
論
に
お
け
る
具
体
的

　
危
険
読
と
抽
象
的
危
除
読
の
厩
別
と
は
意
味
を
異
に
す
る
。
不
能
犯
に
お
い
て
は
、
と
も
に
客
親
的
に
危
瞼
の
有
無
を
判
断
す
る
黙
で
は

　
　
↓
種
の
具
休
的
危
瞼
犯
と
も
い
え
る
。
何
故
不
能
試
論
で
具
体
的
、
，
抽
象
的
の
厩
別
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
判
断
す
る
場
合
の
樹
象
を
具

　　

ﾌ
的
籟
的
な
も
の
と
す
る
か
否
か
に
よ
鷲
さ
て
、
危
険
を
判
例
卒
読
は
上
顎
解
し
た
で
あ
ろ
ゑ
か
。
放
火
・
失
火
罪
の
公
共
危
陰

　
　
犯
に
つ
い
て
は
、
　
「
物
に
延
焼
せ
ん
と
す
る
歌
態
、
又
は
そ
の
他
一
般
不
定
の
多
数
人
を
し
で
生
命
身
体
及
び
財
産
に
野
し
て
危
瞼
を
感

　
　
ぜ
し
む
る
ξ
い
て
相
當
の
欝
あ
る
扶
三
菱
生
し
た
と
診
と
解
す
る
・
も
つ
ど
駄
そ
の
場
倉
も
籟
的
場
態
に
重
婁
お
く

　
　
か
、
一
般
不
定
の
多
数
人
の
恐
怖
感
惰
に
重
き
を
お
く
か
で
異
な
る
。
、
す
な
は
ち
、
具
体
的
危
険
犯
の
中
で
も
、
そ
の
危
瞼
が
具
体
的
客

　
　
親
掛
危
険
か
・
袈
望
観
的
危
篤
で
よ
い
が
の
魑
別
が
存
す
華
乱
髪
具
体
的
危
険
犯
か
抽
象
的
危
険
犯
か
の
蟹
ξ
い
｛
例

　
　
え
ば
リ
ス
ト
の
如
き
は
前
者
に
属
せ
し
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の
場
合
の
春
蘭
を
抽
象
的
主
観
的
意
味
の
危
険
を
と
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
　
す
な
は
ち
、
リ
ス
ト
は
未
並
置
に
お
け
る
危
険
性
を
危
険
犯
に
お
け
る
危
険
と
同
様
結
果
！
（
外
界
の
攣
化
）
と
考
え
る
。
し
か
も
危
険
ば

説
法
共
同
体
僕
員
の
心
理
的
講
の
印
象
と
す
麓
し
か
し
笑
壷
犯
は
支
部
犯
真
な
り
、
過
去
に
お
い
て
そ
の
場
合
ひ
そ
か
に
行
は

論　
　
れ
た
事
に
博
す
る
事
後
判
噺
で
あ
る
。
行
爲
の
行
は
れ
た
瞬
間
に
は
一
般
人
の
心
理
的
攣
化
を
探
究
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
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、

．
嘱
7

●

論

こ
で
｝
般
人
に
代
っ
て
判
断
者
を
行
爲
の
行
は
れ
た
瞬
聞
に
立
戻
ら
せ
、
行
爲
當
時
存
在
し
た
事
情
の
み
か
ら
そ
の
當
時
の
心
理
的
攣
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
8

を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
官
途
犯
は
抽
象
的
危
険
犯
，
で
は
な
か
ろ
う
か
。
失
火
の
場
合
の
延
焼
の
可
能
性
と
、
室
ボ
ケ
ツ
働

ト
に
手
を
入
れ
た
ス
リ
の
場
合
の
財
物
奪
取
の
可
能
性
と
は
、
現
實
的
客
蛮
的
に
法
釜
侵
害
の
可
能
性
の
黙
で
、
同
一
範
疇
に
は
考
え
ら
D

れ
ぬ
・
そ
れ
で
も
・
通
行
人
と
ス
リ
と
挿
入
行
爲
と
い
う
；
の
行
爲
の
糠
詫
寡
は
財
物
叢
の
危
瞼
性
を
包
含
し
て
い
る
・
ぞ
．
回

れ
は
、
抽
象
的
危
険
犯
が
、
具
体
的
に
法
釜
侵
害
の
危
険
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
一
定
の
行
爲
を
行
え
ば
直
ち
に
犯
罪
と
な
る
の
と

同
檬
の
系
統
に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
未
歯
噛
に
は
危
険
犯
の
如
く
法
規
に
豫
定
さ
れ
た
行
爲
の
規
定
が
な
い
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
未

途
犯
の
「
青
竜
の
養
手
」
と
い
ふ
規
定
は
そ
れ
の
み
で
は
意
味
が
な
く
、
窃
盗
の
實
行
着
手
、
殺
人
の
實
行
着
手
と
い
う
よ
う
に
修
正
さ

れ
た
規
定
に
お
い
て
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
窃
盗
の
實
行
の
着
手
行
爲
を
行
え
ば
そ
れ
だ
け
で
窃
盗
未
途
で
あ
る
。
で
は
如
何
な
る
行

爲
が
管
轄
の
着
手
行
爲
か
。
そ
れ
は
、
就
會
的
類
型
判
噺
に
よ
り
、
叉
刑
事
學
的
統
計
方
法
に
よ
り
定
型
的
な
青
鷺
が
實
行
の
着
手
行
爲

で
あ
る
。
遺
言
に
妊
娠
し
た
之
思
は
れ
る
動
機
が
あ
り
、
身
体
の
状
況
が
姫
婦
に
類
似
し
、
、
堕
胎
行
爲
の
着
手
が
あ
れ
ば
例
え
實
際
北
は

妓
嘉
し
て
い
な
く
と
も
、
堕
胎
未
途
で
あ
る
。
所
謂
具
体
的
危
険
犯
の
如
く
、
豊
能
の
有
無
の
認
定
に
よ
り
始
め
て
可
罰
性
を
根
擦
づ

け
る
の
で
な
く
、
行
爲
の
態
様
乃
至
類
型
自
体
が
可
罰
性
を
根
糠
づ
け
る
の
で
あ
る
。

（
一
）

（
二
）

（
三
）

（
四
．
）

（
五
）

（殉

A
「
ノ
）
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（
七
）

（
八
）

（
九
）

岩
養
∫
9
‘
9
δ
．
O
・
ω
．
卜
。
二

U
尻
暮
u
9
9
・
9
．
O
．
ω
●
卜
。
§

小
野
博
士
も
未
途
犯
は
抽
象
的
危
険
犯
と
さ
れ
る
。

同
・
講
義
（
昭
二
七
）
一
八
四
頁

　
　
　
首
線
は
他
の
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
結
果
（
法
曽
侵
害
）
不
養
生
の
喜
實
が
偶
然
な
る
場
合
で
あ
る
。
從
ワ
て
結
果
不
焚
生
の
事
實
が

　
　
偶
然
な
場
合
未
途
犯
は
成
立
し
、
結
果
不
漁
生
が
必
然
の
揚
合
不
能
犯
と
な
る
。
な
ほ
、
結
果
獲
生
が
確
定
的
で
あ
る
場
合
即
ち
必
然
的

　
　
場
合
は
危
瞼
の
概
念
自
体
存
在
し
な
い
。
そ
も
そ
も
、
必
然
と
偶
然
は
封
立
概
念
で
あ
り
、
偶
然
な
ら
ざ
る
も
の
が
必
然
で
あ
り
、
必
然

　
　
な
ら
ざ
る
も
の
が
偶
然
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
客
槻
の
世
界
そ
れ
自
体
、
自
然
法
則
的
意
味
に
お
い
て
は
偶
然
も
な
く
必
然
も
な
い
。
從

　
　
つ
て
、
偶
然
も
必
然
も
踊
る
こ
と
の
存
在
若
く
は
磯
生
と
、
人
事
の
こ
れ
に
罪
す
る
知
得
と
の
關
係
で
あ
る
。
　
「
或
る
こ
と
の
存
在
若
く

　
　
は
獲
生
」
と
は
、
こ
x
で
は
結
果
不
稜
生
と
い
う
事
實
の
存
在
若
く
は
寸
々
で
あ
る
。
必
然
と
は
結
果
不
嫁
生
の
喜
實
を
知
得
す
る
に
至

　
　
る
ま
で
の
経
路
が
・
立
謹
的
方
法
を
以
て
設
明
し
得
る
と
き
で
あ
り
、
偶
然
と
は
立
諮
的
方
法
を
以
て
論
明
し
得
な
い
婁
で
あ
禽
立

　
　
詮
的
方
法
と
は
、
筍
も
普
通
の
理
性
を
有
す
る
人
々
に
算
し
て
は
、
何
人
に
も
理
論
を
以
て
理
解
せ
し
め
得
る
方
法
で
あ
る
。
從
っ
て
、

　
　
未
鼻
緒
か
不
能
犯
か
を
争
う
場
合
に
は
」
不
能
犯
を
主
張
す
る
側
か
ら
は
、
裁
判
官
が
結
果
不
畜
生
の
事
實
を
知
得
す
る
に
至
る
た
め
㊧

　
　
立
謹
的
事
實
を
學
げ
る
こ
と
に
な
る
◎
そ
の
事
實
添
、
客
体
の
不
能
（
例
え
ば
死
体
）
、
手
段
の
絶
塵
的
不
能
（
例
え
ば
砂
糖
）
な
る
こ

　
　
　
へ

　
　
と
を
示
せ
ば
、
裁
判
官
は
極
め
て
容
易
に
結
果
不
漁
生
を
知
得
し
う
る
。
こ
、
に
古
典
學
読
の
有
力
な
根
擦
が
あ
る
。
た
ゴ
、
客
体
が
死

　
　
体
で
あ
っ
た
こ
と
、
毒
殺
の
手
段
が
砂
糖
で
あ
っ
た
こ
と
の
知
得
が
行
爲
の
瞬
間
に
お
い
て
不
明
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
場
合
行
爲
者
又

　
・
は
一
般
人
の
目
か
ら
は
な
ほ
生
き
た
人
、
毒
蛇
と
し
て
知
得
さ
れ
た
之
き
に
は
問
題
が
あ
る
。
リ
ス
ト
は
t
x
に
お
い
て
、
事
前
的
立
場
．
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
を
要
求
す
る
が
、
リ
ス
レ
と
同
一
の
刑
法
体
系
を
と
ら
な
い
法
喜
沙
翁
論
者
に
は
、
未
途
は
事
前
的
立
場
に
立
つ
判
断
で
な
け
れ
ば
な
ら

論　
　
ぬ
と
い
う
合
理
的
根
櫨
は
な
い
。
し
か
も
、
結
果
魚
層
生
の
知
得
が
軍
に
手
段
又
は
客
体
の
一
方
の
み
の
立
謎
で
行
は
れ
る
場
合
、
そ
の
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昏へ
員㈹

駆

判
断
は
極
め
て
不
正
確
で
あ
る
。
例
え
ば
、
手
段
が
一
枚
の
牛
王
で
あ
り
、
叉
は
砂
糖
で
あ
る
場
合
、
果
し
て
す
べ
て
の
行
爲
け
必
然
的

に
結
果
不
福
生
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
は
ち
、
そ
の
場
合
攻
撃
さ
れ
る
相
手
方
が
熟
睡
中
の
幼
児
で
あ
り
、
糖
尿
病
患
者
で
あ
っ
だ
と
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
　

ば
、
な
ほ
危
瞼
性
は
存
す
る
。
從
っ
て
結
果
煮
焚
生
の
知
得
即
％
危
険
性
の
判
断
ぱ
、
奎
体
食
置
爲
を
鞠
象
に
判
断
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
未

習
の
可
罰
性
の
根
嫁
は
、
結
果
不
転
生
が
必
然
で
あ
っ
た
か
偶
然
で
あ
っ
た
か
の
黙
に
重
量
が
あ
る
の
で
な
く
、
實
行
の
着
手
行
爲
が
あ

っ
た
か
否
か
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
實
行
に
實
上
し
た
場
合
の
行
爲
の
態
様
息
休
が
類
型
的
愚
察
に
從
っ
て
評
贋
さ
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
古
典
學
論
は
實
行
の
着
手
自
体
の
無
明
鴎
も
、
な
ほ
結
果
寄
生
の
鮎
か
ら
理
由
付
け
よ
う
と
し
た
。
す
な
は
ち
、
　
「
絶
樹
的
不
相

當
な
手
段
や
不
能
な
客
体
の
場
合
は
品
行
着
手
は
存
在
し
な
い
。
蓋
し
、
客
槻
的
に
昼
行
不
能
な
も
の
は
予
行
に
着
手
す
る
こ
と
も
出
來

　
　
　
　
　
　

な
い
か
ら
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
具
体
的
に
結
果
獲
生
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
、
實
行
の
着
手
行
爲
が
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
論
理
過
程
と
し
て
は
逆
コ
ー
ス
で
あ
り
、
叉
實
行
着
手
行
爲
は
結
果
畿
即
製
は
不
三
生
の
概
念
の
背
景
な
し
に

認
定
す
る
事
は
出
來
得
る
。
例
え
ば
、
保
険
に
お
い
て
、
偶
々
の
場
合
の
事
件
の
，
磯
生
・
不
評
生
が
豫
思
出
來
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、

不
特
定
に
多
数
の
場
合
を
集
合
し
、
大
盤
的
現
象
と
し
て
糊
察
し
、
統
計
や
蓋
然
卒
論
の
鷹
用
に
よ
っ
て
、
事
件
の
獲
生
・
不
獲
生
が
豫

知
出
塁
る
。
刑
法
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
の
行
爲
は
、
肚
會
の
経
験
則
に
よ
り
類
型
的
に
観
察
し
、
鶴
居
學
や
刑
事
學
の
力
を
借
り
て
そ

れ
が
構
成
要
件
に
要
求
す
る
實
行
忠
興
に
相
當
で
あ
る
か
否
か
制
定
さ
れ
、
そ
の
判
定
の
結
果
逆
に
そ
の
行
爲
が
結
果
笹
生
が
可
能
か
否

か
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
右
の
保
瞼
に
お
け
る
大
数
的
現
象
は
大
霜
的
現
象
内
に
お
い
て
の
み
結
果
の
嚢
生
・
不
焚
生
を
立
讃
し
う
る
だ

け
で
あ
っ
て
・
個
糞
体
的
に
い
葵
生
す
る
か
否
か
は
立
誰
し
得
な
鷹
刑
法
に
蛍
て
も
・
類
型
的
製
に
從
っ
三
定
の
行
爲
が

あ
る
類
型
に
あ
て
は
ま
っ
た
と
し
て
も
、
具
体
的
に
竃
際
結
果
を
獲
生
せ
し
む
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
行
爲
を
結
果
か
ら

上
に
向
っ
て
見
る
の
で
な
く
、
行
替
の
進
行
に
從
っ
て
観
察
す
れ
ば
、
た
と
え
肱
會
経
験
上
結
果
獲
生
叉
は
不
畿
生
に
必
然
的
行
爲
で
あ

っ
て
も
、
す
べ
て
結
果
不
潔
生
に
偶
然
な
行
爲
即
ち
危
瞼
な
行
爲
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
從
っ
て
未
醤
の
根
櫨
を
現
實
的
結
果
磯
生
の
可
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／

　
能
性
に
お
く
と
し
で
も
、
行
爲
の
進
行
に
從
つ
た
判
断
（
事
前
的
判
断
）
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
行
爲
が
危
麗
な
も
の
お
し
て
庭
罰
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
　
ね
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
、
主
観
論
の
攻
撃
と
は
全
く
逆
の
露
結
を
う
る
。
し
か
し
、
構
成
要
件
上
要
求
さ
れ
る
自
行
行
爲
と
は
、
所
謂
肚
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甲

　
経
験
則
上
よ
り
観
察
さ
れ
た
反
肚
會
的
類
型
行
爲
で
足
り
る
と
考
え
ら
れ
で
い
る
。
と
す
る
と
、
構
成
要
件
上
要
求
さ
れ
る
危
瞼
な
行
爲

　
　
と
は
、
結
果
蛮
生
（
湯
釜
侵
害
）
の
可
能
性
に
遺
命
を
お
く
意
味
の
危
瞼
と
い
う
の
で
は
な
く
、
法
律
秩
序
か
ら
見
た
好
ま
し
か
ら
ざ
る

　
　
性
質
の
同
歯
と
い
う
意
味
の
危
険
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
、
そ
の
行
爲
ぽ
類
型
的
観
察
方
法
や
肚
會
學
・
刑
事
學
の
鷹
用
で
即
ち
立

　
幽
暗
的
方
法
を
以
て
、
必
然
的
に
結
果
獲
生
叉
は
不
細
身
が
知
得
さ
れ
う
る
か
ら
。
刑
法
上
危
瞼
な
行
爲
と
い
は
れ
る
場
合
普
通
は
、
結
果

　
　
嚢
生
が
必
然
的
行
爲
即
ち
法
釜
侵
害
の
可
能
性
あ
る
場
合
に
使
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
法
釜
侵
害
と
い
う
事
實
が
獲
生
す
る
で
あ
ろ
う
か
否

　
　
か
の
危
惧
の
念
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
檬
な
行
爲
が
肚
塁
上
或
は
法
律
秩
序
上
放
置
し
得
な
い
好
ま
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
態
度
か
ら

　
　
の
危
瞼
感
情
が
實
体
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
（
一
）
　
小
島
・
前
掲
書
四
二
九
頁

　
　
　
（
二
）
　
リ
ス
ト
は
犯
罪
は
必
ず
意
思
と
そ
の
媒
介
た
る
意
思
論
叢
（
行
爲
Y
と
結
果
よ
り
な
る
と
考
え
る
（
自
然
的
行
爲
論
）
。
し
か
し
て
未
途
の
揚
合
は

　
　
　
　
　
危
瞼
が
結
果
と
な
る
。
す
な
は
ち
法
的
構
成
員
の
恐
怖
の
印
象
は
心
理
的
攣
化
と
し
て
な
お
外
界
の
若
虫
の
一
つ
で
あ
る
。
未
遽
犯
の
揚
合
行
爲
自

　
　
　
　
　
体
に
意
味
は
な
い
。
そ
れ
は
結
果
に
比
較
的
近
き
位
置
に
あ
る
と
い
う
特
質
の
み
要
求
さ
れ
、
未
遽
犯
の
本
質
を
な
す
は
そ
の
行
爲
の
傾
向
性
で
あ
．

　
　
　
　
　
る
。
こ
の
傾
向
性
を
剣
断
ず
る
に
は
あ
ら
ゆ
る
事
情
が
三
等
に
取
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
情
が
多
け
れ
ば
多
い
程
剣
籔
の
眞
理
性
が
大
で
あ
る
。
と

　
　
　
　
　
こ
ろ
が
傾
向
性
は
時
々
刻
々
に
攣
化
す
る
。
こ
の
傾
向
性
が
判
断
者
に
危
言
．
の
印
象
を
起
さ
せ
た
場
合
に
未
醤
は
犯
罪
性
を
完
了
す
る
。
從
っ
て
剣

　
　
　
　
　
断
者
は
結
果
に
比
較
的
近
き
位
置
に
居
て
こ
の
傾
向
性
を
判
断
し
駈
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
　
即
ち
事
前
的
立
揚
は
こ
の
故
に
要
求
さ
れ
る
。
　
ピ
尻
暮
”

　
　
　
　
　
目
①
冨
ε
g
』
曽
p
ω
●
一
・
。
“
1
螢
γ
ω
●
卜
。
0
9
ω
●
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卜
。
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。
…
u
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ω
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お
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ω
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説
　
　
認
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ゆ
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・
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・
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ω
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悼
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b
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ρ
ω
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噂
ω
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悼
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論　
　
　
（
＝
一
こ
）
　
小
野
・
法
協
記
念
論
文
集
三
九
三
頁
　
　
・
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論読

（
四
）
　
ω
9
9
Φ
♪
曽
卿
曽
．
O
・
ω
．
巽
　
、

（
五
）
ふ
島
・
前
掲
書
四
三
六
頁

（
六
）
　
プ
ー
」
や
ラ
マ
シ
ユ
等
の
攻
撃
は
結
果
か
ら
上
え
向
ρ
て
見
た
揚
玉
で
あ
り
、
未
醤
に
は
客
狸
的
法
釜
侵
害
の
可
能
性
ば
な
い
か
ら
、

　
　
で
は
す
べ
て
不
能
犯
と
す
る
。

（
七
）
　
小
野
・
講
義
（
昭
二
七
）
九
二
、
九
九
頁

そ
の
意
味

　
客
観
読
の
豊
艶
性
の
意
味
が
法
律
秩
序
に
封
ず
る
危
瞼
と
い
う
こ
と
は
馬
な
ほ
積
極
的
基
礎
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
客
槻
論
に
お
い
て

法
釜
侵
害
の
危
瞼
性
が
固
執
さ
れ
る
所
以
は
、
結
果
主
義
的
鷹
峯
思
想
の
残
澤
の
面
も
考
え
ら
れ
る
が
、
犯
罪
の
限
定
と
し
て
政
策
的
意

昧
を
も
つ
。
し
か
し
、
同
じ
生
命
の
侵
害
や
財
産
の
侵
害
に
も
法
規
は
多
量
の
規
定
を
な
す
。
こ
れ
ら
犯
罪
の
論
明
や
限
定
に
は
法
釜
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

よ
る
よ
り
も
、
合
爵
の
態
様
自
体
に
よ
る
限
定
の
方
が
優
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
犯
罪
は
無
職
の
侵
害
叉
は
危
胎
で
あ
る
と
い
う
命
題
は

す
で
に
犯
罪
論
に
お
け
る
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
法
釜
を
侵
害
行
管
に
書
し
封
象
的
に
或
は
客
体
的
に
と
ら
え
る
こ
と
に
は
疑
問

が
生
じ
て
い
る
。
現
に
未
途
犯
に
お
い
て
は
、
客
体
的
な
法
釜
侵
害
の
可
能
性
は
存
在
し
な
い
。
急
い
て
可
能
性
（
危
異
性
）
を
問
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

ら
、
抽
象
的
な
可
能
性
（
危
瞼
性
）
し
か
存
在
し
な
い
。
抽
象
的
危
瞼
と
は
現
實
の
或
は
客
体
的
法
釜
の
侵
害
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
な

く
、
行
爲
自
体
の
定
型
乃
至
態
檬
が
そ
の
ま
㌧
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
犯
罪
h
法
鼓
の
侵
害
叉
は
危
胎
と
い
う
命
題
を
あ
え
て
否
定
す

る
必
要
は
な
い
が
、
法
盆
概
念
自
体
が
攣
遽
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
法
釜
論
の
攣
遷
は
す
で
に
二
つ
の
面
で
進
歩
を
と
げ
た
。
從
來
法
釜
と

は
個
人
主
義
的
な
、
そ
し
て
物
質
的
、
少
く
「
と
も
客
体
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
イ
ェ
ー
ゾ
ン
ク
や
ビ
ン
デ
ン
ク
以
後
個
人
主
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

な
面
が
捨
て
ら
れ
て
、
祉
會
的
債
値
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
叉
一
方
物
質
的
な
面
が
次
第
に
精
紳
化
さ
れ
、
ホ
ー
ニ
ヅ
ヒ
や
シ

ュ
ヴ
ィ
ン
が
ル
に
よ
っ
て
法
門
を
客
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
が
認
め
ら
れ
、
ガ
ラ
ス
に
至
り
法
釜
は
侵
害
の
客
体
で
な
く
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

便
の
尺
度
と
な
っ
た
。
か
く
て
、
法
釜
と
は
行
爲
と
蜀
象
的
に
存
在
す
る
の
で
な
く
、
行
爲
の
後
か
ら
そ
れ
を
評
均
す
る
も
の
で
あ
る
。
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論

血

ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

法
釜
の
侵
害
と
は
、
行
爲
が
法
の
客
観
的
な
評
慣
機
能
に
反
す
る
ど
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
あ
な
が
ち
疑
点
を
経
験
的
實
在
と
し
て

の
侵
害
の
客
体
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
五
百
侵
害
の
蔵
並
の
な
い
未
途
行
爲
は
、
す
べ
で
違
法
と
は
い
え
な
く
な
る
。
か
く
て
法
釜
と
は
，

文
化
規
範
な
り
、
國
家
的
條
理
な
り
、
叉
は
営
々
な
り
と
い
う
如
く
規
範
的
な
も
の
そ
れ
自
体
を
意
味
す
る
。
あ
え
て
そ
れ
を
法
律
秩
序
と
「

い
っ
て
も
大
差
な
い
で
あ
ろ
う
。
從
つ
で
行
爲
の
態
様
自
体
が
客
体
的
な
法
釜
の
概
念
に
よ
ら
ず
し
て
、
違
法
な
り
可
罰
性
な
り
の
根
擦

と
な
る
。
す
な
は
ち
、
か
x
る
規
範
的
な
も
の
或
は
法
律
秩
序
に
強
し
て
好
ま
し
か
ら
ざ
る
行
爲
の
あ
σ
方
自
体
が
違
法
乃
至
危
瞼
と
三

下
さ
れ
、
可
罰
的
な
も
の
と
な
り
う
る
。
か
く
て
、
行
幸
の
遊
心
と
は
法
釜
に
封
ず
る
危
言
を
根
源
的
に
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
な
ほ

可
罰
性
の
標
準
は
法
律
秩
序
に
、
樹
す
る
危
瞼
か
ら
、
す
な
は
ち
行
爲
の
態
様
如
何
が
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。

　
人
一
）
　
す
な
は
ち
同
じ
生
命
の
侵
害
で
も
、
殺
人
と
過
失
致
死
、
傷
害
致
死
、
自
殺
に
關
與
す
惹
揚
合
、
又
は
同
じ
財
物
侵
害
で
も
窃
盗
、
旧
領
、
酢
欺

　
　
　
等
を
同
一
の
法
釜
で
あ
る
生
命
、
財
産
で
限
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
・
故
意
な
り
行
爲
の
態
襟
に
よ
り
匿
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
（
二
）
　
小
野
博
士
は
構
成
要
件
自
体
實
質
的
に
は
法
釜
の
侵
害
又
は
危
胎
の
實
現
と
い
う
性
質
を
も
つ
た
も
の
と
さ
れ
な
が
ら
、
と
く
に
未
途
に
お
い
て

一
　
　
　
は
危
険
は
抽
象
的
意
味
で
の
危
険
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
小
野
・
法
・
協
記
念
論
丈
集
三
八
．
四
以
下
、
特
に
三
八
九
頁

　
（
三
）
　
イ
エ
リ
ン
グ
は
耳
掻
を
「
肚
会
の
生
活
虫
押
面
し
と
考
え
る
。
臼
げ
O
同
寸
σ
q
℃
U
①
触
N
≦
o
o
吋
一
二
野
①
o
び
ご
一
切
画
・
b
。
誤
下
民
（
一
。
。
c
。
心
）
ω
・
心
㊤
O
h
、
・

　
　
　
ビ
ン
デ
イ
、
ン
ク
も
「
法
共
同
体
に
と
っ
て
健
全
な
生
活
の
事
件
と
し
て
価
値
あ
り
と
さ
れ
」
る
も
の
を
法
弔
旗
考
え
、
又
そ
れ
は
二
見
い
か
に
個

　
　
　
人
的
に
見
え
よ
う
と
も
常
に
全
体
の
法
釜
で
あ
る
」
と
す
る
。
　
b
d
管
α
冒
7
q
堕
罪
o
H
§
o
戸
齢
し
U
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．
ω
》
ロ
h
授
ω
・
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ω
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（
四
）
　
ホ
ー
ニ
ツ
ヒ
は
法
釜
を
〔
法
的
思
惟
が
刑
罰
法
規
の
意
味
及
び
目
的
を
把
思
す
る
た
め
用
い
ら
わ
る
範
疇
的
綜
合
」
で
あ
る
と
す
る
。
　
類
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艮
σ
q
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u
冨
国
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法
規
の
中
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と
め
ら
れ
た
、
も
っ
と
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簡
軍
な
形
式
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目
的
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あ
る
と
考
え
る
。
ω
o
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。
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論

　
　
　
≦
冨
ω
Φ
昌
切
O
ず
効
㌘
）
ω
●
の
一

　
（
五
）
　
李
野
・
故
意
に
つ
い
て
⇔
法
協
六
七
巻
四
號
七
二
頁

　
⇔
　
客
観
読
と
主
言
論
の
安
蘇
性
　
　
客
観
論
も
危
凝
性
は
規
範
的
な
も
の
乃
至
法
律
秩
序
に
聾
す
る
危
瞼
が
そ
の
本
質
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
何
に
…
封
ず
る
滋
藤
か
と
い
う
意
味
で
の
雨
量
読
の
封
立
は
解
消
す
る
。
し
か
し
、
何
が
危
瞼
か
と
い
う
場
合
の
封
立
は
淺
る
。
も

っ
と
も
、
可
罰
性
の
根
擦
を
意
思
に
お
く
か
、
行
爲
に
お
く
か
の
問
題
は
、
不
能
犯
と
い
う
限
ら
れ
た
範
園
の
問
題
で
な
く
、
刑
法
体
系
自

体
の
開
題
で
あ
る
。
從
っ
て
、
こ
の
黙
の
委
當
性
は
廣
く
刑
法
全
般
に
關
捷
し
て
の
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
E
そ
も
そ
も
、
刑
法
に
は
二
つ

の
機
能
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
個
人
の
自
由
保
障
面
機
能
で
あ
り
、
そ
の
二
は
肚
會
の
安
全
保
障
的
機
能
で
あ
る
。
前
者
の
面
で
は

客
観
精
義
に
合
理
的
な
も
の
が
見
出
さ
れ
、
後
者
の
面
で
は
主
面
主
義
が
優
る
。
し
か
し
、
主
観
主
義
も
個
人
の
自
由
保
障
の
面
を
無
硯

す
る
こ
と
が
不
當
な
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
の
た
め
の
種
々
の
理
論
構
成
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
不
能
犯
論
に
お
い
て
抽
象
的
（
主
観
的
）
危

篤
論
が
、
図
引
濫
読
の
如
く
軍
な
る
意
思
を
虞
罰
せ
ず
、
確
定
的
な
具
体
的
意
思
を
庭
竃
の
要
件
と
す
る
の
も
こ
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
抽
象
的
危
瞼
読
の
論
者
も
、
二
面
の
安
全
と
個
人
の
自
由
が
同
時
に
同
一
程
度
に
そ
の
保
障
を
要
求
す
る
時
は
、
當
然
就
會
保

障
の
面
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
迷
信
犯
を
み
る
と
、
面
谷
者
の
反
面
會
的
性
格
は
一
般
犯
人
の
そ
れ
よ
り
も
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

固
な
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
が
實
謹
的
に
の
べ
ら
れ
う
る
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、
牧
野
博
士
や
純
主
観
読
論
者
の
宮
本
博
士
も
亦
自
畳

　
　
　
　
　
ニ
　

さ
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば
、
肚
會
防
衛
の
目
的
か
ら
は
む
し
ろ
意
思
の
危
瞼
の
な
い
迷
信
犯
は
塵
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
迷
信
的
手
段
を

も
つ
て
殺
人
を
企
て
た
者
の
中
に
は
、
或
は
性
絡
藩
儒
な
た
め
か
』
る
手
段
し
か
選
び
得
な
い
者
も
い
る
が
、
そ
れ
が
殺
人
可
能
な
手
段

と
信
じ
て
行
う
者
も
い
る
。
後
者
の
場
合
そ
の
手
段
が
嵌
入
に
不
能
と
畳
つ
た
と
き
は
、
容
易
に
他
の
手
段
に
か
え
う
る
。
從
っ
て
迷
信

犯
の
す
べ
て
が
護
衛
防
衛
上
危
瞼
で
な
い
と
は
い
え
ぬ
。
抽
象
的
危
瞼
論
者
は
云
う
で
あ
ろ
う
。
　
「
意
思
を
庭
罰
す
る
と
い
っ
て
も
、
微

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

表
さ
れ
た
限
度
で
塵
罰
す
る
。
從
っ
て
故
意
に
危
瞼
な
行
爲
の
認
識
あ
る
場
合
に
の
み
未
途
犯
は
成
立
す
る
」
と
。
し
か
し
、
何
故
故
意
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’

，

　
　
に
危
瞼
な
行
爲
の
認
誰
あ
る
場
合
、
即
ち
計
劃
の
危
善
性
あ
る
場
合
直
ち
に
未
途
が
慮
罰
さ
れ
う
る
か
と
い
え
ば
馬
陸
會
防
衛
の
目
的
が

　
　
影
踏
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
祉
會
防
衛
の
唱
的
か
ら
は
迷
信
犯
は
虚
罰
さ
る
べ
き
筈
で
あ
ρ
た
。
し
か
し
、
抽
象
的
危
棒
読
に
は
今
一
つ

　
　
の
遊
道
が
あ
る
・
迷
信
犯
に
は
故
募
存
在
が
な
題
從
っ
て
責
任
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
そ
も
そ
も
・
聖
壇
防
衛
論
者
・
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
、
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
微
表
主
義
者
に
お
い
て
は
、
責
任
と
は
行
爲
者
の
性
格
の
認
定
に
っ
き
る
。
こ
の
行
勝
者
の
性
格
認
定
は
、
行
爲
者
の
認
識
し
た
事
實
か

　
　
ら
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
故
故
意
は
存
在
事
實
の
認
識
で
足
σ
る
。
故
意
の
内
容
が
危
瞼
な
存
在
事
實
の
認
識
で
あ
れ
ば
、
行
爲
者
の
危
瞼

　
　
な
性
格
が
認
定
さ
れ
る
。
、
そ
こ
た
は
責
善
に
非
難
と
い
う
評
慣
が
全
く
無
難
ざ
れ
て
い
る
。
い
や
し
く
も
、
刑
法
上
責
任
あ
り
と
し
て
刑

　
罰
を
科
す
る
場
合
は
、
そ
の
行
爲
乃
至
人
格
が
非
難
さ
れ
て
の
み
わ
れ
わ
れ
の
就
會
感
情
を
漏
足
せ
し
め
う
る
。
し
か
る
に
徴
表
主
義
に

　
　
よ
れ
ば
、
危
瞼
な
事
實
を
認
識
す
れ
ば
危
瞼
な
性
格
の
具
有
者
と
し
て
直
ち
に
刑
罰
を
科
す
る
。
ま
こ
と
に
感
情
の
な
い
自
動
機
械
が
ボ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

　
　
タ
ン
の
番
號
さ
え
合
は
せ
れ
ば
右
か
ら
左
え
刑
罰
を
科
す
る
如
く
、
事
務
的
な
も
の
に
終
る
。
こ
の
黙
純
主
観
論
の
方
が
責
任
と
い
う
こ

　
　
と
で
は
よ
り
刑
法
的
で
あ
る
。
ま
た
純
主
観
論
の
目
的
意
思
で
あ
れ
、
抽
象
的
危
差
脚
の
危
瞼
な
事
實
の
認
識
で
あ
れ
、
そ
れ
が
内
心
的

　
　
な
も
の
で
あ
る
黙
で
は
科
學
的
認
定
乃
至
軍
制
官
の
推
測
に
お
け
る
困
難
又
は
導
車
等
に
差
異
は
な
い
。
何
故
抽
象
的
危
瞼
論
が
故
意
に

　
　
危
険
な
玉
響
㊨
認
識
の
程
度
ま
で
要
求
ず
る
の
か
。
そ
れ
は
徴
表
主
義
者
が
個
入
来
由
の
保
障
を
考
慮
し
て
い
る
と
い
う
一
黙
に
つ
き
る

　
　
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
は
、
危
瞼
な
事
實
の
認
識
乃
至
計
劃
の
危
瞼
性
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
論
理
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
主
観
主
義
の
か
Σ
る
駅
陥
な
、
犯
罪
の
鎭
燃
、
敢
曾
の
防
衛
と
い
う
面
で
優
に
補
は
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
批
會
防
衛
理
論
か
ら
犯
罪
の
鎭
駆
と
い
5
た
め

　
　
に
次
の
．
二
貼
が
推
測
さ
れ
る
。
　
そ
の
一
は
、
．
犯
罪
を
法
音
侵
害
と
い
5
外
部
的
結
果
の
無
生
以
前
に
豫
防
的
に
、
主
観
的
段
階
で
把
握
し
露
分
す
る
。
　
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ

　
　
二
は
、
刑
期
満
了
し
て
斡
會
に
復
帯
す
る
揚
合
、
行
聾
者
が
從
．
來
の
ま
」
の
歌
態
で
あ
れ
ば
再
び
犯
罪
の
種
を
置
會
に
播
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
犯

設　
　
人
の
性
格
を
改
善
す
る
た
め
犯
人
の
教
育
を
重
覗
す
る
。
ま
こ
と
に
融
會
防
衛
上
か
ら
見
れ
ば
合
理
的
理
論
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
右
の
理
論
が
合
理
的
効
果

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

　
・
を
も
つ
忙
は
、
猷
會
と
個
人
の
早
立
が
全
く
調
和
さ
れ
た
、
高
度
の
丈
化
國
家
の
存
在
を
前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
・
か
」
る
國
家
で
は
犯
罪
者
を
罪
を
犯
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌦
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ず

、

論設

「
た
曾
む
べ
」
き
者
と
見
な
い
で
、
批
會
調
和
の
性
格
に
訣
け
た
者
と
見
る
。
そ
こ
で
、
鮭
會
教
育
の
た
め
刑
罰
や
保
安
処
分
を
科
そ
弓
と
考
え
る
。
し
か
し
、

現
在
の
薩
會
が
若
し
蔵
払
鹿
家
を
目
標
と
し
て
い
て
も
、
現
實
の
怪
態
は
監
獄
制
度
や
冤
囚
を
迎
え
る
砒
會
感
情
や
生
産
機
構
に
お
い
て
強
く
そ
の
合
理
性

を
は
ば
む
。
費
本
主
義
が
濁
占
段
階
に
入
り
、
階
級
の
封
立
が
ま
す
ま
す
寒
期
と
な
り
、
し
か
も
犯
罪
者
の
多
く
が
繋
争
的
に
弱
者
で
あ
る
二
三
で
は
、
行

刑
に
お
い
て
保
隠
さ
れ
る
よ
り
そ
わ
以
前
の
段
階
で
強
く
保
隔
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
。
．
し
か
も
、
主
観
的
教
育
刑
論
者
が
行
刑
の
司
法
化
、
受
刑
者
の
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

保
障
を
論
ず
る
こ
と
自
体
が
、
現
行
の
法
律
制
度
で
は
論
理
的
根
擦
が
な
い
と
さ
え
疑
な
れ
て
い
る
。
導
爆
國
家
を
前
提
と
し
て
理
想
主
義
刑
法
を
唱
え
る

9
こ
と
に
も
確
か
に
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
實
際
に
運
用
さ
れ
る
刑
法
は
、
深
く
現
實
の
枇
會
現
象
に
根
ざ
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
遅
用
に
無
理
が
あ
る
。

か
」
る
遅
用
上
の
無
理
は
刑
法
に
關
す
る
限
り
、
理
想
に
向
う
過
渡
的
現
象
と
し
て
し
の
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
5
事
は
決
し
て
野
卑
な
い
。
そ
れ
は
、
刑
法
が

個
人
の
人
椹
に
深
く
關
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
法
上
は
例
外
を
例
外
と
し
て
魅
す
て
ら
れ
な
い
。
刑
法
は
現
實
を
超
越
し
た
理
想
の
立
揚
か
ら
引
ば
ら
れ
る

の
で
な
く
・
現
實
を
一
渉
一
渉
改
善
す
る
漸
進
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
主
観
主
義
は
目
的
と
す
る
吉
野
防
衛
、
理
想
と
す
る
教
育
刑
の
た
め
刑
罰
制
度
㌧
の

改
革
を
叫
ぶ
。
し
か
し
、
セ
ー
リ
ン
や
ル
ー
ジ
エ
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
制
度
の
置
畳
や
二
上
過
程
に
お
け
る
刑
罰
方
法
の
意
義
を
刑
法
紙
張
上
か
ら
理
由
付
け

る
こ
と
を
強
く
否
定
す
翻
醒
そ
し
て
・
「
刑
罰
は
そ
の
法
律
概
念
な
ら
び
に
敵
會
的
目
的
の
何
れ
と
も
才
芸
な
く
・
一
つ
の
肚
會
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
又
そ
の
方
法
の
攣
化
は
犯
罪
に
封
ず
る
闘
爾
の
必
要
が
愛
化
す
る
之
と
の
み
か
ら
は
説
明
さ
れ
え
な
い
。
軍
隊
制
度
の
歴
史
が
軍
隙
の
も
つ
不
攣

の
目
的
か
ら
演
繹
さ
れ
え
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
」
と
さ
え
い
っ
て
い
る
。
又
、
牧
野
博
士
の
所
謂
丈
化
國
家
は
近
意
い
ち
ぢ
る
し
く
旙
薩
國
家
の
思
想
に

接
近
を
示
し
て
い
る
。
　
そ
の
接
近
の
理
由
は
、
爾
者
が
全
体
と
個
人
と
の
調
和
の
促
進
維
持
の
た
め
積
極
的
に
里
家
が
個
人
の
薦
祉
に
干
渉
す
る
こ
と
を
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
）

務
と
す
る
鮎
に
あ
る
。
そ
し
て
第
二
家
大
声
終
了
後
の
現
在
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
支
配
的
愚
考
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
．
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
批
判
の
目
を
先
進
養
本
制
敢
會
た
る
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
、
後
進
國
と
し
て
共
通
の
経
濟
事
情
を
も
つ
ド
ィ
ッ
に
向
け
ね
ば
な
ら

ぬ
。
　
そ
こ
で
、
第
一
凍
大
職
後
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
下
に
誕
生
し
た
ド
イ
ツ
共
和
國
‘
の
推
移
が
目
に
う
か
ぶ
。
挙
挙
民
主
主
義
の
新
た
な
融
會
政
策
理
論

の
指
導
の
下
に
、
ド
イ
ツ
費
本
家
階
級
の
甦
會
的
譲
歩
と
、
拶
働
者
階
級
の
保
護
の
結
果
、
螢
働
者
階
級
の
國
家
に
劃
す
る
積
極
的
地
位
が
み
と
め
ら
れ
た
。

か
く
て
、
國
家
と
勢
働
者
階
級
、
全
体
と
個
の
間
に
は
國
家
体
制
に
は
内
部
的
諭
旨
は
も
早
存
在
も
な
い
と
考
え
ら
わ
た
。
　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
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r

論読
勢
働
者
階
級
を
勢
働
組
合
を
通
じ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
重
傷
体
制
に
結
合
・
緊
縛
し
よ
う
と
す
る
八
事
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
「
か
ぐ
て
、
事
置
上
組
織
さ
れ
た
経

濟
民
主
主
義
体
制
と
目
標
と
さ
れ
た
全
体
主
義
体
制
と
は
、
イ
デ
ォ
ー
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
は
封
踪
的
性
質
で
あ
り
な
が
ら
、
國
家
濁
占
極
量
主
義
へ
の
共
通
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

歴
史
的
役
割
を
捲
う
結
果
と
な
っ
た
。
　
か
く
て
、
完
全
な
る
丈
化
國
家
、
全
体
と
個
の
矛
盾
な
き
調
和
は
一
つ
の
理
組
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
歴
史
的
に
は
寮

虚
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
上
知
り
得
た
こ
と
は
、
橿
、
威
主
義
全
体
主
義
へ
の
閃
揺
以
外
に
な
い
。
か
く
て
、
理
想
主
義
的
な
理
論
と
い
う
も
の
は
、
根

本
的
な
空
盧
さ
の
故
に
ど
の
政
治
擢
力
に
も
利
用
さ
れ
う
る
。

　
客
観
主
義
が
個
人
の
自
由
保
障
の
面
で
合
理
的
な
所
以
は
、
、
根
本
と
す
る
罪
刑
法
定
主
義
に
よ
る
。
罪
刑
法
定
主
義
は
歴
史
上
人
類
の

血
と
汗
で
獲
得
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
・
そ
れ
故
強
固
な
も
の
で
あ
り
・
現
實
的
で
あ
る
・
．
罪
刑
法
定
主
義
縫
三
無
弱
者
保
護
の
駄
㌫

い
う
の
が
そ
0
歴
史
的
意
義
で
あ
る
。
眞
に
客
観
主
義
は
一
九
世
紀
初
頭
罪
刑
法
定
主
義
の
旗
印
の
下
に
、
．
政
浩
的
弱
者
保
護
の
爲
斗
つ
，

た
。
か
く
て
、
現
代
に
お
い
て
は
政
治
的
自
由
是
等
は
全
く
確
立
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
忙
確
立
し
た
資
本
制
枇
會
は
肚

會
内
部
に
垂
雪
的
弱
者
を
生
ん
だ
。
き
れ
ば
、
就
會
内
部
に
彊
者
と
弱
者
の
野
立
あ
る
限
り
、
罪
刑
法
定
主
義
は
必
要
性
を
も
ち
、
客
観

．
主
義
の
幽
遠
性
は
み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
、
客
槻
主
義
が
そ
の
合
理
性
を
か
瓦
る
意
味
の
罪
刑
法
定
主
義
の
み
に
求
め
る
と

き
は
、
そ
の
眞
理
性
も
限
界
を
も
つ
。
從
來
の
罪
刑
法
定
主
義
が
弱
者
保
護
に
の
み
合
理
性
を
求
む
れ
ば
、
経
濟
的
、
肚
二
三
原
因
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
へ

る
犯
罪
に
は
彊
く
影
響
す
る
。
し
か
し
・
病
理
的
原
因
の
犯
罪
に
は
弱
℃
不
能
犯
は
M
・
E
・
マ
イ
下
の
言
の
如
繕
殺
人
巌
火
●

　
　
　
　
ノ

堕
胎
等
の
病
理
的
犯
入
に
よ
り
行
は
れ
る
犯
罪
に
多
く
認
め
ら
れ
る
。
從
っ
て
主
観
論
の
主
張
も
不
能
犯
に
と
っ
て
は
な
お
張
い
合
理
的

根
雨
を
も
つ
。
し
か
し
、
主
観
主
義
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
犯
人
は
虚
罰
を
免
か
れ
る
の
で
ゐ
く
、
塵
罰
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
、
主
　
9
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

重
恩
に
と
っ
て
は
不
能
犯
は
必
然
的
に
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
國
叉
、
」
客
槻
主
義
が
罪
刑
法
定
主
義
を
裁
判
官
に
恕
す
る
司
法
的
抑
制
と
　
鋤

考
え
る
に
し
て
も
、
泰
然
犯
に
つ
い
て
裁
響
の
專
恣
が
働
－
こ
と
は
ま
れ
で
あ
雪
9
そ
れ
適
し
、
，
難
犯
に
つ
い
て
は
葎
∴

あ
る
が
故
に
裁
軋
官
庵
そ
れ
に
從
う
の
で
あ
る
。
か
』
る
意
昧
で
は
罪
刑
法
定
主
義
は
司
法
的
抑
制
よ
り
も
立
法
的
抑
制
に
作
用
せ
ね
ば
　
2

　
σ



論説
　
　
　
　
　
傭

な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
は
、
刑
法
上
の
罪
刑
法
定
主
義
は
意
味
を
な
く
し
て
、
法
律
に
關
係
あ
る
も
の
の
主
槻
的
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
し
て
淺
る

の
み
で
あ
ろ
う
。
客
槻
主
義
の
中
に
も
、
つ
と
に
罪
刑
法
定
主
義
か
ら
は
な
れ
て
、
主
㈱
…
主
義
と
は
別
途
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
國
案
調
和
の
理

論
を
と
る
も
の
も
い
鴫
）
し
か
し
・
主
観
的
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
し
て
の
罪
刑
法
牢
義
は
・
立
法
に
お
い
て
も
・
既
成
法
規
の
解
讐
法

論
を
確
立
す
る
場
合
に
も
、
論
者
に
と
っ
て
支
柱
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
一
）
　
例
え
ば
、
飯
塚
。
丑
の
刻
詣
り
と
不
能
犯
學
説
・
法
曹
會
雑
誌
．
九
巻
八
號
一
七
頁
以
下

（
二
）
　
牧
野
・
改
正
刑
法
假
案
と
ナ
チ
ス
刑
法
綱
領
一
〇
三
頁
、
宮
本
・
殺
傷
可
能
性
を
有
す
る
器
具
と
殺
人
不
能
・
論
叢
九
巻
二
號
二
三
七
頁
以
下

（
ご
…
）
　
　
牧
野
●
日
本
刑
法
　
（
昭
七
）
　
七
八
頁
、
　
二
九
山
輔
導
、
　
同
●
荊
旧
法
総
目
調
　
（
昭
二
ご
｝
）
　
三
七
九
頁

（
几
～
）
牧
野
。
日
本
刑
法
（
昭
七
〉
二
九
七
頁
、
同
・
刑
法
総
論
（
昭
二
三
）
三
七
％
頁

（
五
）
　
瀧
川
。
刑
法
難
筆
八
頁

（
六
）
　
こ
の
黙
が
主
思
主
義
に
好
意
を
も
つ
駅
亭
に
よ
っ
て
も
主
観
圭
義
が
非
難
さ
れ
る
大
き
な
訣
陥
で
あ
る
。
團
藤
頑
刑
法
講
座
・
新
報
七
四
六
號
二

　
　
四
頁
、
　
井
上
◎
刑
法
愚
申
二
山
ハ
五
、
　
二
↓
ハ
山
ハ
頁

（
七
）
　
牧
野
9
刑
法
と
二
化
國
家
理
念
9
刑
法
の
三
十
年
二
〇
九
頁
以
下
、
同
。
「
法
律
的
消
極
主
義
」
と
「
二
化
國
家
論
」
●
日
本
法
的
精
神
の
比
較
法

　
　
的
自
畳
一
九
一
頁
以
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
八
）
井
上
・
前
掲
誓
二
六
三
±
一
七
一
頁

（
九
）
　
O
①
o
H
㎎
男
仁
も
。
o
ず
①
9
ロ
α
○
詳
。
図
届
厭
。
げ
炉
。
芹
口
①
目
．
℃
¢
昌
ぢ
げ
諺
Φ
駐
日
効
昌
q
ω
o
o
陣
巴
ω
窪
鋤
。
酔
＝
塊
ρ
℃
．
ω
一
刈
（
一
男
同
づ
昌
。
α
⊆
o
銘
。
昌
）

（
一
〇
）
　
牧
野
・
法
律
丈
化
の
二
十
世
紀
二
三
頁
以
下
、

（
一
｝
）
　
服
部
英
太
郎
・
ド
イ
ツ
証
會
政
策
論
史
（
上
）
　
一
頁
以
下
参
照

（「

｣
ハ
）
　
瀧
川
・
前
回
書
三
七
四
頁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
一
三
）
　
］
≦
・
国
・
鼠
9
圃
①
冠
．
d
o
鴨
①
に
臓
①
ヨ
Φ
箏
①
昌
臼
①
獄
●
ω
．
G
。
α
α
　
も
っ
と
も
マ
イ
ヤ
ー
は
こ
れ
ら
犯
罪
に
つ
き
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し 21　（1098）　98



、

’

し　　“＝
〆

O

　
　
　
　
判
例
や
學
説
の
設
例
と
さ
れ
る
も
の
は
主
と
し
て
こ
れ
に
限
ら
わ
る
。

　
　
　
（
一
四
）
　
小
野
・
日
本
法
理
の
自
三
三
展
開
参
照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
不
能
犯
の
諸
問
題

　
　
0
　
不
能
犯
論
の
地
位
　
　
犯
罪
は
構
成
要
件
該
當
の
、
違
法
、
有
責
の
行
爲
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
犯
罪
認
識
の
順
序
を
い
っ
た

　
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
具
体
的
事
件
の
認
識
に
お
い
て
は
三
つ
の
段
階
は
殆
ん
ど
同
時
に
行
は
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

　
　
は
犯
罪
概
念
を
分
析
し
て
論
理
的
に
構
成
す
る
酒
醤
の
段
階
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
構
成
要
件
に
馬
第
一
に
犯
罪
行
爲
と
非
犯
罪
行
爲
と

　
を
分
離
す
る
機
能
を
も
つ
。
第
二
に
構
成
要
件
は
、
三
つ
の
段
階
、
の
概
念
の
統
轄
的
機
能
を
も
つ
。
即
ち
、
構
成
要
件
は
違
法
性
の
存
在

　
、
根
擦
で
あ
り
、
有
責
性
の
存
在
論
糠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
づ
け
る
場
合
で
あ
る
。
第
三
に
構
成
要
件
は
、
犯
罪
相
互
間
の
個
別
化

　
的
機
能
を
も
つ
。
、
犯
罪
相
互
間
の
総
別
は
、
筆
意
の
類
型
性
の
面
の
み
で
な
く
、
違
法
性
の
黙
で
も
、
有
責
性
の
黙
で
も
旺
別
さ
れ
る
。

　
　
す
な
は
ち
、
二
つ
以
上
の
犯
罪
行
爲
が
類
型
的
あ
て
は
め
に
お
い
て
も
、
違
法
的
評
慣
に
お
い
て
も
匠
別
酒
客
な
い
場
合
憾
、
・
人
格
的
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
難
性
の
評
言
で
鑑
別
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
共
有
物
を
び
そ
か
に
自
分
の
も
の
に
し
た
魚
群
は
、
普
通
窃
盗
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

　
　
こ
で
は
窃
盗
と
横
領
が
揮
一
塁
係
に
立
つ
。
行
爲
の
類
型
面
、
債
値
嵩
で
は
決
定
的
差
異
は
少
い
。
と
の
揚
合
の
決
定
的
根
回
は
非
難
性

　
　
に
あ
る
と
思
は
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
有
者
は
財
物
を
自
己
が
所
有
叉
は
占
有
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
を
自
己
の
物
に
せ
ん
と
す
る
誘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
　
惑
歌
態
に
お
か
れ
て
い
る
。
・
か
か
る
心
理
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
者
の
非
難
性
は
犯
罪
間
ρ
麗
別
に
重
大
な
意
義
を
も
つ
。
し
か
し
、
不

　
能
犯
論
が
論
理
構
成
の
面
で
ど
の
段
階
に
囑
す
る
か
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
蓋
．
し
、
不
能
犯
と
未
途
端
と
の
庭
別
は
、
非
犯
罪
的
行

詰
爲
と
犯
鍋
行
爲
の
匠
人
で
あ
る
か
ら
。
す
窪
ち
爵
成
要
件
の
笙
の
機
能
に
よ
る
。
し
か
霞
そ
れ
は
行
爲
の
類
型
性
の
面
で
旺

論　
　
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
具
体
的
行
爲
は
先
づ
構
成
要
件
と
い
う
門
を
通
っ
て
始
め
て
刑
法
的
な
關
係
を
も
つ
。
門
の
外
に
あ
る
行
爲
事
實

21　（1●99）　99
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ウ

論読
責
行
蔵
の
類
型
で
あ
る
以
上
・
構
成
要
件
該
當
行
爲
が
あ
れ
ぽ
・
違
法
阻
却
、
責
任
阻
却
の
な
い
限
り
犯
罪
は
成
立
す
る
。
そ
の
種
の
概
　
G

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1

念
で
は
違
法
性
に
關
係
の
な
い
そ
れ
以
前
の
構
成
要
件
無
類
型
置
爲
は
考
え
る
必
要
が
な
い
。
そ
の
二
は
、
構
成
要
件
が
違
法
有
責
行
爲

の
類
型
で
あ
る
か
ら
、
更
に
實
質
的
に
違
法
性
、
有
責
性
の
評
慣
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
種
の
概
念
で
は
少
く
と
も
違
法
性
の
前
に
構
成
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

要
件
的
類
型
塁
審
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
前
者
で
は
法
實
讃
主
義
的
傾
向
を
有
し
、
後
者
は
倫
理
的
道
義
的
意
義
が
重
要
性
を
も
つ
。
犯

罪
概
念
の
具
体
的
論
点
に
お
い
て
は
、
後
者
の
方
が
よ
り
流
動
的
で
あ
り
伺
的
性
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
故
か
え
っ
て
人
権
の
保
障
の

黙
で
は
判
評
者
の
恣
意
を
許
す
危
瞼
が
あ
る
。
從
っ
て
構
成
要
件
該
當
、
違
法
、
有
責
の
叙
述
の
段
階
を
犯
罪
の
認
定
の
場
合
に
も
固
守

す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
實
際
上
三
者
の
順
序
が
守
ら
耽
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
り
、
不
必
要
で
も
あ
ろ
う
。
從
っ
て
、
問
顕
は
具
体

的
な
事
象
か
ら
犯
罪
を
認
定
す
ゐ
聯
合
、
い
つ
れ
の
黙
に
重
難
を
お
け
ば
比
較
的
判
噺
者
の
恣
意
を
防
ぎ
得
る
か
と
い
う
こ
乏
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
構
成
要
件
に
該
漏
す
る
か
否
か
、
す
な
は
ち
行
爲
の
類
型
面
に
重
黙
を
お
く
方
が
一
番
無
難
の
よ
う
に
思
は
れ
る
。
從
っ
て
、

不
能
犯
論
で
必
要
な
事
は
、
不
能
犯
の
問
魎
は
構
成
要
件
該
當
か
否
か
の
行
爲
の
類
型
面
、
す
な
ば
ち
犯
罪
概
念
の
形
式
的
な
面
の
み
に

限
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
（
　
）
　
大
八
、
　
四
、
　
五
三
決
●
録
二
五
輯
…
四
八
九
頁
、
　
大
一
二
、
　
山
門
、
　
九
判
決
●
刑
集
二
巻
五
〇
八
｝
貝
、
　
昭
こ
ル
、
　
一
二
、
　
二
五
釧
〃
決
。
刑
佳
栄
五
巻
山
ハ
〇
三

　
　
　
頁
、
昭
一
二
、
三
、
　
一
〇
判
決
。
刑
集
一
六
巻
二
九
〇
頁
、
昭
＝
二
、
八
、
三
壷
皿
。
暗
潮
一
七
巻
六
二
四
頁
、
昭
二
五
、
六
、
六
判
決
。
最
高
判

　
　
　
例
集
四
巻
九
二
八
頁
等
。
草
野
。
研
究
四
巻
一
九
七
頁
以
下
、
瀧
川
・
共
同
保
管
の
侵
害
と
窃
盗
①
民
商
法
六
巻
　
號
一
六
四
頁
、
竹
田
・
通
信
事

　
　
　
務
員
と
窃
盗
罪
の
成
立
。
法
と
一
五
巻
六
號
　
二
〇
頁



、

◎

　
　
　
’
へ
二
）
　
小
野
博
士
が
こ
の
場
合
を
横
領
と
さ
わ
る
の
は
こ
の
非
難
性
に
も
と
つ
く
匿
別
を
考
え
ら
わ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
小
野
・
窃
盗
と
横
領
と
の
限
・

　
　
　
　
　
界
と
し
て
の
「
占
有
し
●
刑
評
三
巻
三
七
四
頁
以
下

　
　
　
（
ご
み
）
　
小
野
●
構
成
要
件
の
理
論
…
●
刑
事
法
講
座
－
一
五
六
頁
以
下
参
照

　
　
　
⇔
　
不
能
犯
論
の
適
用
　
　
わ
れ
わ
れ
の
就
會
は
歴
史
的
過
程
に
お
い
て
、
多
く
の
現
象
が
同
一
心
組
の
反
復
、
或
は
同
種
行
爲
の
累

　
　
積
に
よ
っ
て
、
・
或
る
現
象
に
封
ず
る
行
爲
は
そ
σ
形
態
、
性
質
、
條
件
等
に
つ
い
て
同
一
性
を
も
つ
。
こ
の
同
一
性
は
わ
れ
わ
れ
の
就
會

　
　
生
活
を
通
し
て
経
験
的
に
認
識
さ
れ
う
る
。
わ
れ
わ
れ
は
現
在
行
は
れ
た
行
爲
に
ρ
い
て
、
未
だ
結
果
に
至
ら
す
と
も
、
そ
の
行
爲
の
形

　
　
態
、
そ
の
行
爲
を
意
味
づ
け
る
條
件
等
を
過
去
に
行
は
れ
た
同
一
又
は
同
種
の
形
態
、
隠
魚
等
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
㍗
現
在
の
行

　
　
爲
の
特
質
く
結
果
磯
生
に
漸
騰
か
否
か
）
を
維
験
的
に
認
識
舞
う
る
。
制
例
年
読
が
「
経
験
則
に
弔
え
ば
結
果
護
生
の
可
瀧
性
あ
る
」
と

　
　
い
う
時
、
か
罵
る
過
去
事
實
と
現
在
事
實
の
同
一
性
、
類
型
性
を
意
味
し
て
い
る
。
構
成
要
件
は
か
Σ
る
類
型
を
基
礎
的
し
て
出
來
上
つ

　
　
た
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
現
在
の
行
爲
と
過
去
の
現
象
の
同
一
性
を
判
断
す
る
事
は
、
構
成
要
件
該
當
性
の
判
断
で
あ
る
。
か
N
る
判

　
　
，
断
は
、
現
在
事
實
の
一
つ
一
つ
の
構
成
條
件
を
過
衷
情
實
の
構
成
童
子
と
比
較
し
て
有
は
九
る
こ
と
は
少
く
、
多
く
の
揚
合
経
験
的
直
観

　
　
に
よ
り
、
直
接
行
爲
の
目
的
に
慨
し
行
爲
が
相
當
か
否
か
と
い
う
形
で
判
断
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
め
故
に
判
断
者
は
肚
會
的
経
験
と
良
識

　
　
を
有
す
る
人
で
あ
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
從
っ
て
、
判
断
者
は
一
般
通
俗
人
で
な
く
指
導
的
文
化
層
の
入
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か

　
　
し
・
い
か
に
経
験
と
良
識
を
持
つ
た
人
で
も
複
雑
な
る
違
警
現
象
の
す
べ
て
を
知
る
こ
と
ば
不
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
密
輸
出
罪
や
藥

　　

ｨ
翌
翌
す
る
犯
罪
等
ば
・
裁
響
が
造
船
馨
窪
氣
蕎
・
輩
に
難
し
な
い
限
り
、
專
門
の
難
家
を
必
要
と
す
る
。
し
か
期

．
し
・
講
奮
難
は
蒋
爲
の
相
押
歯
同
程
を
判
断
す
る
た
め
の
、
判
断
嚢
海
楼
の
藩
を
明
ら
か
写
乏
す
ぎ
な
い
．
囎

読
　
條
件
や
憎
憎
が
不
明
で
あ
る
限
り
、
裁
判
官
は
行
爲
の
判
断
の
し
ょ
う
が
な
い
。
從
っ
て
、
科
挙
的
審
査
ば
そ
の
早
馬
や
歯
群
自
体
の
事
G

論
壇
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
聾
し
か
し
・
難
黍
行
爲
の
判
断
者
と
い
う
の
で
ぱ
な
い
・
鑑
定
家
の
意
見
は
必
ず
し
も
眞
刎



5｝

論読
實
と
は
限
ら
な
い
。
鑑
定
家
の
明
ら
か
に
し
た
樹
象
は
参
考
に
し
て
、
行
過
の
相
島
台
の
最
終
の
決
定
を
下
す
の
は
裁
判
官
で
あ
る
。
か

く
て
、
肚
會
的
観
察
と
科
學
的
観
察
は
樹
立
す
る
の
で
な
く
、
決
定
の
立
揚
は
前
者
で
．
あ
る
が
、
後
者
も
亦
そ
の
補
助
的
役
割
を
果
す
も

の
で
あ
る
以
上
全
然
排
除
さ
る
べ
き
で
な
い
。

　
次
に
聞
題
と
な
る
の
は
、
判
断
の
封
象
と
な
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
行
爲
者
乃
至
意
思
で
な
く
、
具
体
的
行
爲

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
の
行
爲
の
判
断
が
如
何
な
る
種
類
・
範
園
の
條
件
を
基
と
し
て
判
断
さ
れ
る
か
で

あ
る
。
よ
り
直
接
的
に
い
え
ば
、
故
意
と
客
体
を
如
何
に
取
扱
う
か
で
あ
る
。
そ
も
塗
も
故
意
は
犯
罪
相
互
間
の
匠
別
に
役
立
つ
。
例
え

ば
、
殺
人
罪
と
傷
害
致
死
罪
は
故
意
に
よ
り
匠
別
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
医
専
犯
で
は
犯
罪
行
爲
と
非
犯
罪
行
爲
の
匠
別
に
役
立
つ
。
例

え
ば
小
鰭
が
自
分
と
主
人
の
財
布
の
共
に
這
入
つ
幸
い
る
引
出
し
に
手
を
懸
け
た
場
合
、
未
途
犯
と
な
る
の
は
彼
の
故
意
が
主
人
の
も
の

を
取
ろ
う
と
し
た
場
合
だ
け
で
あ
る
。
從
っ
て
、
未
途
行
爲
の
定
型
性
の
評
慣
は
故
意
（
結
果
表
象
）
に
樹
す
る
手
段
の
相
當
性
の
評
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
結
果
表
象
は
翻
然
客
体
の
表
象
を
と
も
な
う
。
問
題
は
客
体
の
表
象
と
現
實
の
存
在
が
不
一
致
の
揚
合
に
生

じ
る
。
論
者
は
書
落
行
爲
の
評
註
は
未
濫
行
爲
自
体
の
定
型
性
の
評
償
で
あ
り
、
從
っ
て
結
果
は
含
ま
ざ
る
事
前
的
判
断
で
あ
る
と
す

る
。
か
く
て
、
客
体
は
結
果
要
素
で
あ
り
、
行
動
要
素
で
な
い
と
こ
ろ
が
ら
、
行
触
定
型
の
青
線
に
お
い
て
は
客
体
を
必
要
と
し
な
い
。

結
局
客
体
は
行
爲
者
の
表
象
の
み
で
足
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
根
嫁
に
は
、
構
成
要
件
に
お
い
て
は
、
長
途
は
行
爲
結
果
の
關

係
で
あ
る
が
、
未
途
は
結
果
に
到
達
す
る
以
前
の
段
階
を
規
定
す
る
修
正
形
式
で
あ
る
か
ら
と
の
考
え
が
ひ
そ
む
。
し
か
し
、
砂
糖
を
人

に
す
』
め
る
行
爲
も
、
客
体
が
糖
尿
病
患
者
で
あ
れ
ば
違
つ
だ
意
味
を
も
つ
。
同
様
に
、
人
に
向
っ
て
ピ
ス
ト
ル
を
磯
射
す
る
行
爲
も
、

人
が
千
米
先
に
立
っ
て
居
る
揚
合
殺
入
未
途
行
爲
の
定
型
性
は
う
す
ら
ぐ
。
か
く
て
、
客
体
の
状
呪
如
何
は
定
型
行
爲
の
決
定
的
要
素
と

な
る
場
合
も
あ
葉
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
・
客
体
は
行
薯
の
表
象
し
た
そ
の
ま
あ
も
の
を
考
慮
し
よ
一
と
す
れ
ば
、
何
馨
体
の

み
が
行
強
者
の
表
象
で
足
り
、
手
段
等
は
客
観
的
虚
聞
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
を
読
明
し
え
な
い
。
手
段
も
行
爲
者
の
表
象
で
足
り
る
と
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ノ

　
す
る
抽
象
的
早
々
論
が
よ
り
論
理
的
で
あ
る
。
構
成
要
件
の
修
正
形
式
と
は
判
断
が
事
前
的
と
い
う
の
で
な
く
、
即
行
行
爲
あ
れ
ば
可
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
未
途
で
あ
る
と
い
う
ご
と
で
あ
る
。
構
成
要
件
は
法
律
概
念
で
あ
る
。
從
っ
て
構
成
要
件
翌
々
の
判
断
は
法
律
判
噺
で
あ
る
。
そ
れ
は
規
，

　
範
的
な
行
爲
の
穫
集
質
と
す
磁
行
爲
の
定
型
自
体
規
範
的
な
も
の
で
あ
る
・
そ
凝
赤
裸
々
な
妻
や
表
象
に
よ
り
構
成
さ
れ
た

　
行
爲
と
は
異
る
。
從
っ
て
、
構
成
要
件
要
素
自
体
も
規
範
的
蝶
蝶
を
必
要
と
す
る
。
行
爲
を
主
観
・
客
槻
の
全
体
と
し
て
把
握
す
る
場
合

　
に
お
い
て
も
、
そ
の
主
思
面
、
客
選
面
は
共
に
砒
禽
観
念
に
よ
る
評
償
を
必
要
と
す
る
。
客
体
の
存
在
の
如
き
も
、
舟
町
観
念
に
從
っ
て

　
記
し
む
そ
の
存
在
を
疑
は
な
い
場
合
、
定
型
三
五
の
要
素
と
な
穣
σ
レ
と
こ
ろ
が
、
構
成
要
件
的
定
型
行
爲
に
と
っ
て
は
、
必
ず
し
も
客
体

　
　
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
場
合
も
存
す
る
。
例
え
ば
、
白
書
盲
人
が
山
案
子
を
人
と
思
っ
て
斬
付
け
た
場
合
で
あ
る
。
白
書
盲
人
が
山
案

　
子
を
人
と
思
っ
た
事
が
無
理
か
ら
ぬ
場
合
、
盲
人
の
立
場
に
立
て
ば
客
体
の
存
在
性
は
あ
る
こ
と
．
に
な
る
。
し
か
し
、
一
般
通
常
人
が
白

　
書
眼
前
の
山
芸
子
を
人
と
思
う
こ
と
は
先
つ
な
い
。
客
体
の
存
在
性
を
決
定
す
6
立
場
が
、
雪
占
で
あ
る
か
一
般
人
で
あ
る
か
。
枇
會
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

　
体
か
ら
い
え
ば
盲
人
は
な
お
特
種
人
で
あ
る
。
從
っ
て
、
盲
人
の
観
念
が
詩
話
通
念
と
な
る
事
臓
な
い
。
と
す
る
と
、
客
体
は
抽
象
的
に

　
も
不
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
盲
人
の
行
爲
自
体
を
考
え
る
と
、
一
般
人
が
暗
夜
に
立
木
に
斬
付
け
る
行
爲
と
大
差
は
鶴
い
。
後
者
の
場

　
合
客
体
の
存
在
性
が
あ
る
か
ら
未
途
、
・
葡
者
は
客
体
が
存
在
し
な
い
か
ら
不
能
犯
と
遜
書
す
る
だ
け
の
償
値
は
全
く
な
い
。
從
っ
て
、
客
，

　
体
の
存
在
性
の
外
に
、
客
体
の
必
要
性
が
生
じ
て
叢
る
。
か
、
る
要
素
の
必
要
性
は
構
成
要
件
の
内
實
的
特
質
に
論
う
外
は
な
い
。
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
要
件
寒
寒
、
の
内
題
は
反
文
化
的
、
反
規
範
的
行
雨
、
即
ち
規
範
的
な
も
の
よ
り
み
た
好
ま
し
か
ら
ざ
る
有
爲
で
あ
る
。
爬
っ
て
、
寛
腺
性

　
違
法
性
が
そ
の
内
實
を
な
す
。
そ
れ
故
、
聖
誕
の
定
型
判
断
の
決
定
的
標
準
は
な
お
危
瞼
性
、
違
法
性
に
存
す
る
。
し
か
し
、
「
そ
れ
は
概

　
念
構
成
に
偉
い
・
て
は
そ
う
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
不
能
犯
の
具
体
的
實
際
的
認
定
の
場
合
は
あ
く
ま
で
構
成
要
件
的
類
型
性
に
お

誰
・
い
て
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
・
結
局
違
法
的
、
慣
値
的
評
慣
に
よ
ら
す
、
定
型
行
爲
の
内
鼠
附
載
別
を
な
さ
ん
と
す
れ
禄
～
刑
事
學
的
肚
會

論
「
學
的
考
察
に
も
と
つ
か
陰
な
畠
・
燵
要
件
復
回
の
転
覆
的
定
型
化
は
す
で
筆
野
贈
爵
が
霧
罪
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
意
見
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論設
姦
表
さ
麩
・
別
に
祠
を
學
ぐ
れ
ば
賭
博
行
謹
つ
い
て
で
あ
る
・
同
じ
賭
博
行
爲
で
あ
っ
て
も
・
賭
博
仲
間
の
そ
れ
と
、
詐
欺
師

伸
間
の
そ
れ
と
は
刑
事
線
上
全
く
異
類
型
を
な
す
。
前
者
は
純
然
た
る
賭
博
発
電
で
あ
る
が
、
後
者
は
詐
欺
行
爲
の
一
手
段
に
す
ぎ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

爾
者
は
組
織
、
規
模
、
方
法
、
意
識
の
黙
で
全
く
異
る
。
從
っ
て
實
行
の
着
手
も
亦
異
る
。
前
者
は
相
手
を
決
め
て
賭
博
行
爲
に
着
手
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
後
者
は
第
三
者
に
醤
し
欺
岡
に
着
手
す
れ
ば
賭
博
行
爲
に
至
ら
す
と
も
未
途
の
定
型
性
を
有
す
る
。
か
玉
る
考
察

か
ら
は
、
盲
人
の
行
爲
も
暗
夜
の
一
般
人
の
行
爲
も
全
く
同
一
の
類
型
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
後
者
が
未
払
で
あ
る
限
り
、
前
者
も
未
途

で
あ
る
。
か
く
て
、
行
爲
の
定
型
性
の
判
断
が
遅
発
の
不
存
在
等
の
た
め
不
明
な
揚
合
、
刑
事
學
上
そ
れ
と
同
一
の
類
型
に
あ
る
行
爲
を

出
4
3
え
、
若
し
同
一
類
型
行
爲
が
黒
髪
の
定
型
を
有
す
る
限
り
、
本
件
行
学
も
未
途
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
L
｝
、

（
こ

（
二
）

（
門
こ
）

（
擢
）

（
逝
）

（
六
）

（
七
）

（
八
）

（
九
）

こ
の
鮎
、
昭
二
五
、
プ
　
ニ
八
の
最
高
裁
判
決
（
判
例
書
面
巻
一
八
二
〇
頁
）
で
鑑
定
人
の
意
見
を
参
考
に
し
た
判
例
の
立
場
は
ゆ
る
さ
れ
る

亭
揚
・
刑
法
理
論
學
二
〇
三
頁
、
同
刑
法
総
論
講
義
＝
こ
一
頁
以
下
、
井
上
・
刑
法
學
二
〇
六
頁

井
上
・
李
下
爾
教
授
も
結
局
は
可
能
的
存
在
を
必
要
と
さ
れ
る
。
井
上
・
前
掲
書
…
二
〇
頁
、
李
揚
・
理
論
学
一
九
九
．
頁

小
野
㊥
噛
講
齢
我
、
（
昭
二
七
）
　
一
九
二
頁
、
　
同
。
．
加
藤
記
念
論
画
集
一
二
〇
山
ハ
頁

、
小
野
。
法
納
励
記
念
論
丈
飽
木
ご
一
八
山
ハ
百
淋

小
野
・
刑
評
八
巻
二
三
九
頁

秋
山
・
刑
法
解
羅
に
お
け
る
阯
會
通
念
の
意
義
・
同
志
甦
法
面
一
四
號
九
二
頁

不
野
。
小
野
記
念
論
丈
集
e
五
四
三
頁

尾
佐
竹
猛
。
賭
博
に
つ
い
て
・
法
曹
記
事
二
三
巻
三
號
三
四
頁

追
記
、
紙
撒
制
限
に
よ
る
無
理
な
堅
縮
の
た
め
読
明
不
充
分
な
勲
を
深
く
謝
す
。
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